




 

 

は じ め に 

 
 

 「元気！笑顔！自立する 未来を創る うたづっ子」 

これは、宇多津町が目指す子ども・子育て支援の姿としての

基本理念です。 

 少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもを取り巻く環境が大

きく変わる中で、一人ひとりの子どもが健やかに成長し、子育てをする保護者

の皆様が安心して子どもを産み育てられる環境を整えることは、私たちの町に

とって極めて重要な課題です。 

宇多津町では、これまで「第１期」及び「第２期」の子ども・子育て支援事

業計画に基づき、教育・保育の充実や子育て家庭への支援に積極的に取り組ん

でまいりました。 

このたび、第２期の計画期間が満了を迎えるに伴い、これまでの取組を踏襲

しつつ、国の動向や町の現状を踏まえて令和７年度を初年度とする「第３期宇

多津町子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

本計画では、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基

本とし、子どもたちが自己肯定感を持ちながら成長できるよう、妊娠・出産期

から学童期に至るまでの切れ目ない支援体制をさらに充実させるとともに、子

育て家庭の育児の悩みや不安から孤立することを防ぐための相談や居場所づ

くりなど、多面的な施策を展開してまいります。また、社会全体で子どもを見

守り育てるという意識を高め、誰もが安心して暮らせる子育て環境の整備を一

層推進してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、宇多津町子ども・子育て会議の委員の皆様

をはじめ、アンケートやパブリックコメントなどを通じて貴重なご意見をお寄

せいただいた皆様、そして本計画に携わっていただいた関係機関・関係団体の

皆様に、心より感謝を申し上げます。今後とも町民の皆様と力を合わせ、一人

ひとりの子どもが将来に夢や希望を持てるまち「うたづ」の実現に向けて、全

力で取り組んでまいります。 

 

    令和７年 3月 

                   宇多津町長 谷川 俊博 
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第１章 計画策定の趣旨 

１ 策定の背景 

わが国における社会的な課題である「少子化」、「子育て家庭の孤立化」、「待機児童」などに対応す

るため、国や地域をあげて子どもや子育て家庭を支援する新しい環境を整えることが求められていま

す。こうした流れを受け、平成 24 年８月に成立した子ども・子育て関連３法（子ども・子育て支援

法、認定こども園法の一部改正法、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律）に基づく「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」といい

ます。）が平成 27 年４月から施行されました。 

本町では、子ども・子育て支援法に規定された市町村子ども・子育て支援事業計画として、平成 27

年度から令和元（平成 31）年度を期間とする「宇多津町子ども・子育て支援事業計画」を、続いて、

令和２年度から令和６年度を期間とする「第２期宇多津町子ども・子育て支援事業計画」（以下「第２

期計画」といいます。）を策定し、新制度の円滑な実施と様々な子育て支援施策を進めてきました。 

このたび、第２期計画が終了することに伴い、各種の子育て支援施策を計画的、効果的に進めてい

くため、「第３期宇多津町子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」といいます。）を策定するも

のです。 

 

 

２ 計画の目的 

子ども・子育て支援法では、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基本に、

制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児期の教育・保育の一体的な提供、保育

の量的拡充や質の向上、障害児支援、家庭における養育支援などを総合的に推進していくことを目指

しています。また、障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性

が高い子どもを含め、一人ひとりの子どもが安心できる環境の中で健やかに育つことができることを

目指しています。 

こうした法の趣旨を実現するため、教育・保育事業には、子どもが１日の大半を過ごす場所として、

子どもの成長に重要な役割を果たすものであることを十分認識し、集団での適切な環境を通して質の

高い教育及び保育を提供することが求められます。 

本計画は、こうした子どもや子育て家庭を取り巻く状況を踏まえ、特に妊娠・出産期から学童期に

至るまでの子どもの成長過程を切れ目なく支援するとともに社会のすべての構成員が協力して、一人

ひとりの子どもが、かけがえのない、個性ある存在として認められ、自己肯定感を感じながら成長し

ていくことができる環境を整備していくことを目的とします。 
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３ 計画の法的根拠等 

（１）子ども・子育て支援法に基づく計画 

本計画は、子ども・子育て支援法1（平成 24 年法律第 65 号）第 61 条に基づく「市町村子ども・子

育て支援事業計画」として策定するものです。 

 

（２）次世代育成支援対策推進法及びこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法

律に基づく計画 

本計画は、次世代育成支援対策推進法2（平成 15 年法律第 120 号）第８条で定める「市町村行動計

画」の役割も担います。 

なお、平成 24 年の子ども・子育て支援法の成立により、市町村に「子ども・子育て支援事業計画」

の策定が義務づけられたことにより、努力義務となっていた市町村による次世代育成支援行動計画の

策定は任意とされています。 

また、子どもの貧困の解消に向けた対策についての計画の法的根拠となる「こどもの貧困の解消に

向けた対策の推進に関する法律3」（平成 25 年法律第 64 号）第 10 条第２項において、市町村における

計画策定が努力義務となっています。 

本町においては、これらの各計画について、本計画と一体的に策定します。 

   

 
1 子ども・子育て支援法：急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子

どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な

支援を行い、もって一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする法律。 
2 次世代育成支援対策推進法：急速な少子化が進行している中、次の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、安心安全

な環境で育っていけるよう、国を挙げて環境整備に努めるために平成 17 年に、10 年間を集中的・計画的取組期間とした

時限立法として施行されたが、令和６年５月の法改正により、次世代法の有効期限が令和 17 年３月 31 日までに再延長さ

れ、次世代育成支援対策の推進・強化が図られることとなった。 
3 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律：貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けら

れないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立す

ることのないようにするため、日本国憲法第 25 条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこど

も基本法（令和４年法律第 77 号）の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、基本理念を定め、国等

の責務を明らかにし、及びこどもの貧困の解消に向けた対策の基本となる事項を定めることにより、こどもの貧困の解消

に向けた対策を総合的に推進することを目的とする法律。 
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（３）関連計画との整合性 

「宇多津町総合計画4」や「宇多津町地域福祉計画5」における、子ども・子育てに関する分野別計画

の役割も有します。 

本計画の推進にあたっては、子ども・子育てに関連する本町の各分野の計画等との連携・整合性を

十分に考慮しつつ、柔軟に施策を展開していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 宇多津町総合計画：本町における行政運営の最上位計画であり、住民全体で共有する本町の将来目標や施策を示し、全

ての住民や事業者、行政が行動するための基本的な指針となるもの。 
5 宇多津町地域福祉計画：「元気と笑顔で ともに支え合い 未来を創る 宇多津町」を基本理念とする地域福祉計画。現行

の第３期計画の期間は令和３年度から令和７年度までの５年間。なお地域福祉計画は、平成 30 年４月の社会福祉法（昭

和 26 年法律第 45 号）の一部改正により「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野

における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置付けられている。 

《根拠法》 
 

●子ども・子育て支援法 
●次世代育成支援対策 
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●こどもの貧困の解消に 

 向けた対策の推進に関 

 する法律 
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４ 第２期計画からの変更点 

(１)こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の内容を包含 

 

(２)ニーズ調査を反映した教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと 

提供体制の確保の内容などの見直し 

 

(３)令和４年の児童福祉法の改正を踏まえた事業の追加 

事業①：子育て世帯訪問支援事業 

  事業②：児童育成支援拠点事業 

  事業③：親子関係形成支援事業 

 

(４)令和６年の子ども・子育て支援法の改正を踏まえた事業の追加 

事業①：妊婦等包括相談支援事業 

  事業②：乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

  事業③：産後ケア事業 

 
 

 

 

５ 計画期間 

本計画は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間を計画期間とします。 

 

 

 令和 2年度 

（2020） 

令和 3年度 

（2021） 

令和 4年度 

（2022） 

令和 5年度 

（2023） 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和 10 年度 

（2028） 

令和 11 年度 

（2029） 

第２期宇多津町 

子ども・子育て 

支援事業計画 

          

第３期宇多津町 

子ども・子育て 

支援事業計画 

          

   

第２期 

第３期 
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６ 計画の対象 

本計画は、特定の年齢や家庭環境、生活状況等で途切れることなく、自分らしく社会生活を送るこ

とができるようになるまで続くことが重要です。また、子育て当事者に対しても、出産前、乳幼児期、

学童期、思春期、青年期を経て、大人になるまでを「子育て」と捉え、社会全体で支えていくことが

重要です。そのため、子どもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目ない支援となる

よう本計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ ＳＤＧｓへの取組み 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成 27(2015)年９月に国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」における、令和 12（2030）年までの国際目標です。「誰一人取り

残さない」を基本理念に、経済・社会・環境の諸課題を総合的に解決し、持続可能な社会を実現する

ため、17 の目標と 169 のターゲットが掲げられています。 

「ＳＤＧｓ実施指針」においては、ＳＤＧｓの達成に向けた取組みは地方創生の充実・深化につな

がるものであり、地方自治体の様々な計画にＳＤＧｓの要素を反映し、部局横断的に取り組んでいく

ことが重要とされています。 

本計画に掲げる各事業の推進においても、ＳＤＧｓの理念や目標などを念頭に、引き続き地域や関

係団体などと協働し、子どもを真ん中に置いた社会の実現を目指します。 
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第２章 宇多津町の現状 

１ 人口・世帯など統計データ 

（１）人口ピラミッド 
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 この図は本町の令和２年と令和６年の人口をグラフ化したものです。 

 形態は女性高齢者が膨らんだツボ型となっています。 
 特に０～４歳の減少数が大きくなっています。 

令和６年 

令和２年 

出典：住民基本台帳（各年４月１日時点） 

■人口ピラミッド 

436

416

467

520

515

518

564

565

705

826

613

526

501

475

515

426

338

232

195

0人 200人 400人 600人 800人1000人

（女性）

442

464

477

510

535

593

649

610

720

771

598

508

461

467

483

329

232

131

55

0人200人400人600人800人1000人

0～4  

5～9  

10～14  

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90歳以上

（男性）



 

10 

（２）総人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもの人口推移 
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18,388 18,422 18,375 18,388 18,342 18,355 18,316 18,329 18,278 18,167 17,739 
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20,000
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（2025）
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0～14歳

(年少人口)

15～64歳

(生産年齢人口)

65歳以上
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 人口は減少傾向にあります。 

 ０～14 歳も減少傾向にあり、なおかつ全体に占める割合も徐々に低下しています。 

推計値 実績値 

■年齢３区分別総人口の推移と推計 

■０～11 歳の年齢別内訳 

推計値 実績値 

出典：令和６年までは住民基本台帳数値（核燃４月１日時点） 

令和７年以降、コーホート変化率に基づく推計値    

出典：令和６年までは住民基本台帳数値（核燃４月１日時点） 

令和７年以降、コーホート変化率に基づく推計値    
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（４）転入出・出生・死亡の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 転出数は、増減を繰り返しながら、微減傾向。転入数は減少傾向。 

 出生数も増減を繰り返しながら、減少傾向。ただ、常に死亡数を上回っている。 

■転入出・出生・死亡の推移 
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出典：「地域経済分析システム-人口推移-」（https://summary.resas.go.jp/）を加工して作成 
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（５）合計特殊出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）人口動態の推移―社会増減数と自然増減数― 
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人口増加

人口減少

 平成 29 年まで 1.72 を維持していたが、その後やや下降傾向。 

 どの時期でも国・県を上回って推移。 

 概ね人口増加で推移してきたが、令和２、３年の社会増減数が減少であることに引っ張られ、人口

減少となっている。 
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1.67 

1.46 

1.56 

1.62 
1.50 

1.31 

1.38 

1.43 

1.33 

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

平成15年～平成19年 平成20年～平成24年 平成25年～平成29年 平成30年～令和４年

宇多津町 香川県 国

出典：人口動態調査 

出典：「地域経済分析システム-自然増減・社会増減の推移-」 

（https://summary.resas.go.jp/）を加工して作成 
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（７）世帯の動向 

 

 

 

 

 

 

■世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※父子世帯・母子世帯とは、未婚、死別又は離別の親と、その未婚の 20 歳未満の子どものみからなる 

一般世帯をいいます。 

 

   

  
一般 

世帯数 

単独 

世帯数 

親族のみの世帯 

非親族を 

含む世帯 
核家族世帯 核家族

以外の

世帯 
夫婦 

のみ 

夫婦と 

子ども 

男親と 

子ども 

女親と 

子ども 

宇多津町 
8,722 3,702 1,648 2,139 108 673 361 75 

100.0% 42.4% 18.9% 24.5% 1.2% 7.7% 4.1% 0.9% 

香川県 100.0% 34.4% 22.3% 25.2% 1.4% 7.8% 7.8% 0.6% 

全国 100.0% 38.0% 20.0% 25.0% 1.3% 7.7% 6.8% 0.9% 

  一般世帯数 

  

母子世帯 父子世帯 

実数 割合 実数 割合 

宇多津町 8,772 156 1.78% 22  0.25% 

香川県 406,062 23,330 5.74% 1,402 0.35% 

 人口は減少傾向にあるのに対し、世帯数は増加傾向。一世帯当たりの人数は減少傾向。→「単独世

帯（＝独居世帯）」が増加 

 「単独世帯数」比率は国・県と比較して高く、「夫婦のみ世帯数」比率は低い。 

 「母子世帯」及び「父子世帯」の割合は、いずれも県平均より低い。 

出典：国勢調査（令和２年） 
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（８）男女別年齢別の未婚状況（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

84.4%

45.8%

24.7%

14.1% 12.6%

86.5%

55.6%

32.4%

21.4%
17.8%

87.1%

58.2%

33.6%

22.8%

18.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

【未婚率 - 女性】

宇多津町 香川県 全国

 本町の男性及び女性の未婚率は、年齢別（結婚適齢期）でみると、すべての年齢区分で国や県より

も低くなっています。 

出典：国勢調査（令和２年） 

■未婚率 
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【未婚率 - 男性】

宇多津町 香川県 全国
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（９）労働力状況（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 20～59 歳の年代の中で、女性の就業率が最も落ち込んでいるのは、令和２年では「30～34 歳」と「35

～39 歳」。平成 27 年では「30～34 歳」。 

 「30～34 歳」を令和２年と平成 27 年で比較すると、５ポイント程令和２年が上回っている。 

 県との比較では、29 歳までほぼ同じ軌跡を描いているが、30 歳以上はどの年齢層も県が上回って推

移している。 

出典：国勢調査（令和２年） 

■ 就業率 
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年齢別女性就業率

宇多津町（令和２年） 宇多津町（平成27年） 香川県（令和２年）



 

16 

（10）保育所（園）・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校の状況 

（ア）保育所（園）・幼稚園・認定こども園 

本町には令和６年度現在、認可保育施設が８か所（公立保育所１か所、私立保育園１か所、公

立幼稚園１か所、私立認定こども園５か所）あります。保育時間認定については、過去５年間の

４月１日時点における利用児童数の平均は約 533 人で、いずれの年も年度当初の待機児童は発生

していません。 

 

【保育所の概要（令和６年４月１日現在）】 

施設名 設置主体 開所時間帯 
定員 

(人) 

利用児童数 

(人) 

保育士等数 

（人） 

中央保育所 公立 

【平 日】7:30～19:00 

【土曜日(第１・３)   】7:30～17:00 

【土曜日(第２・４・５)】7:30～12:00 

150 89 17 

あおやま保育園 私立 
【平 日】7:00～18:30 

【土曜日】8:00～16:00 
60 58 20 

出典：保健福祉課 

 
【幼稚園の概要（令和６年４月１日現在）】 

施設名 設置主体 開所時間帯 
定員 

(人) 

利用児童数 

(人) 

保育士等数 

（人） 

宇多津幼稚園 公立 
【平 日】8:30～18:00 

【長期休業日】8:30～18:00 
190 44 9 

出典：教育委員会 

 

【認定こども園の概要（令和６年４月１日現在）】 

施設名 
設置 

主体 
開所時間帯 

定員 

(人) 

利用児童数 

(人) 

保育士等数 

（人） 

青山幼稚園 私立 
【平 日】7:30～18:30 

【土曜日】8:00～13:00（予約制） 
180 104( 7) 16 

香川短期大学附属 

幼稚園 
私立 

【平 日】7:30～18:30 

【土曜日】必要に応じて 
180 151(63) 32 

平山こども園 私立 
【平 日】7:00～19:00 

【土曜日】7:30～17:00 
95 90 24 

わかくさこども園 私立 
【平 日】7:00～19:00 

【土曜日】8:30～17:00 
140 123 22 

わかくさ北こども園 私立 
【平 日】7:00～19:00 

【土曜日】8:30～17:00 
141 120 21 

※（）内は宇多津町外からの利用児童数 

出典：保健福祉課 
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【教育時間（１号）認定の利用児童数の推移（各年度４月１日現在）】 

内訳 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設数（か所） 6 6 6 6 6 

定員数合計（人） 507 507 503 503 461 

利
用
児
童
数 

３歳児（人） 88(26) 92(37) 96(21) 83(27) 61(20) 

４歳児（人） 81(17) 88(25) 87(34) 89(20) 87(25) 

５歳児（人） 98(31) 78(20) 87(25) 76(30) 89(25) 

合 計（人） 267(74) 258(82) 270(80) 248(77) 237(70) 

入所率（％） 52.7(14.6) 50.9(16.2) 53.7(15.9) 49.3(15.3) 51.4(15.2) 

待機児童数（人） 0 0 0 0 0 

※（）内は宇多津町外からの利用児童数 

出典：教育委員会 

 

【保育時間（２，３号）認定の利用児童数の推移（各年度４月１日現在）】 

内訳 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設数（か所） 7 7 7 7 7 

定員数合計（人） 619 619 633 633 675 

利
用
児
童
数 

０歳児（人） 30 34 29 30 27 

１歳児（人） 106 89 107 90 107 

２歳児（人） 113 124 97 119 105 

３歳児（人） 86 109 111 83 112 

４歳児（人） 86 80 103 112 76 

５歳児（人） 103 93 81 108 115 

合 計（人） 524 529 528 542 542 

入所率（％） 84.8 85.5 83.4 85.8 80.3 

待機児童数（人） 0 0 0 0 0 

出典：保健福祉課 

 

【年度途中における保育時間（２，３号）認定の待機児童数の推移（各年度10月１日現在）】 

内訳 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設数（か所） 7 7 7 7 7 

定員数合計（人） 619 619 633 633 675 

利用児童数（人） 552 576 556 568 567 

入所率（％） 89.1 93.0 87.8 89.7 84.0 

待
機
児
童
数 

０歳児（人） 4 0 0 1 5 

１歳児（人） 1 0 0 0 1 

２歳児（人） 1 0 0 0 0 

３歳児（人） 0 0 0 0 1 

４歳児（人） 0 0 0 0 0 

５歳児（人） 0 0 0 0 0 

合 計（人） 6 0 0 1 7 

出典：保健福祉課 
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【特別保育サービスの実施状況】 

施設名 乳児保育 延長保育 一時預かり 預かり保育 休日保育 
地域子育て 

支援拠点 

宇多津幼稚園    〇   

中央保育所  〇     

あおやま保育園 〇 〇     

青山幼稚園  〇  〇   

香川短期大学附属幼稚園  〇  〇   

平山こども園 〇 〇 〇    

わかくさこども園 〇 〇    〇 

わかくさ北こども園 〇 〇     

出典：保健福祉課 

 

【特別保育サービスの利用者数（令和６年３月31日現在）】 

取組名 令和５年度 

乳児保育 
実施か所数（か所） 4 

実利用者数（人） 59 

延長保育 
※青山・香短は除く 

実施か所数（か所） 5 

実利用者数（人） 251 

一時預かり保育 
実施か所数（か所） 1 

実利用者数（人） 3 

預かり保育 
実施か所数（か所） 3 

実利用者数（人） 20 

休日保育 
実施か所数（か所） 0 

実利用者数（人） 0 

障害児保育 
※町の助成対象のみ 

実施か所数（か所） 2 

実利用者数（人） 4 

出典：保健福祉課   



第２章 宇多津町の現状 
 

19 

（イ）小学校・中学校 

本町には令和６年度現在、小学校・中学校が３校（公立小学校２校、公立中学校１校）ありま

す。小学校児童数及び中学校児童数は共に減少傾向にあり、令和６年度には小学校児童 934 人、

中学校児童 462 人となっています。 

 

【小学校・中学校の概要（令和６年５月１日現在）】 

区分 名称 所在地 
児童・生徒数 

(人) 

教職員数 

(人) 

公
立 

小学校 
宇多津小学校 宇多津町815番地 460 32 

宇多津北小学校 宇多津町浜八番丁115番地 474 27 

中学校 宇多津中学校 宇多津町3302番地 462 32 

出典：学校基本調査 

 

【小学校・中学校の児童数の推移（各年度５月１日現在）】 

宇多津小学校 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児
童
数 

１年生（人） 74 73 73 75 86 

２年生（人） 64 75 72 73 76 

３年生（人） 62 63 76 75 75 

４年生（人） 67 62 65 77 76 

５年生（人） 71 68 66 67 79 

６年生（人） 73 72 68 68 68 

合 計（人） 411 413 420 435 460 

教職員数（人） 27 27 26 29 32 

 

宇多津北小学校 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児
童
数 

１年生（人） 103 96 77 67 68 

２年生（人） 86 99 92 76 66 

３年生（人） 98 84 96 93 76 

４年生（人） 99 94 84 92 92 

５年生（人） 99 98 92 81 93 

６年生（人） 94 101 103 91 79 

合 計（人） 579 572 544 500 474 

教職員数（人） 34 33 33 33 27 

 

宇多津中学校 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児
童
数 

１年生（人） 169 148 166 145 147 

２年生（人） 164 169 153 169 147 

３年生（人） 159 165 165 148 168 

合 計（人） 492 482 484 462 462 

教職員数（人） 34 33 32 32 32 

出典：学校基本調査   
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（11）子ども・子育て支援に関する各種事業の状況 

（ア）放課後児童クラブ 

本町は令和６年度現在、放課後児童クラブ７か所（直営６か所、民営１か所）で活動を行って

います。 

 

【放課後児童クラブの概要（令和６年４月１日現在）】 

児童クラブ名 開設場所 
開設時間 

平日 土曜日※1 長期休暇中 

宇多津放課後第１スマイルクラブ 学校の余裕教室 下校後～19:00 8:30～17:00 8:00～19:00 

宇多津放課後第２スマイルクラブ 学校の余裕教室 下校後～19:00 8:30～17:00 8:00～19:00 

宇多津北放課後第１キッズクラブ キッズプラザうたづ 下校後～19:00 8:30～17:00 8:00～19:00 

宇多津北放課後第２キッズクラブ 民間専用施設 下校後～19:00 8:30～17:00 8:00～19:00 

宇多津北放課後ジュニアクラブ 学校の余裕教室 下校後～19:00 8:30～17:00 8:00～19:00 

南部すくすくクラブ（委託） 南部すくすくスクエア 下校後～19:00 8:30～17:00 8:00～19:00 

ひまわりキッズＣｌｕｂ 香川短期大学附属幼稚園 下校後～19:00 9:00～17:00 8:30～18:30 

 ※1：土曜日は、ひまわりキッズＣｌｕｂ以外、第２・４土曜日のみ開所。 

出典：教育委員会、香川短期大学附属幼稚園 

 

【放課後児童クラブの登録児童数（令和６年４月１日現在）】 

児童クラブ名 
登録児童数（人） 広さ※2 

（㎡） 

職員数 

（人） １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合 計 

宇多津放課後第１スマイルクラブ 19 13 7 9   48 1.65 3 

宇多津放課後第２スマイルクラブ 18 13 9 8   48 1.60 3 

宇多津北放課後第１キッズクラブ 9 7 10 6   32 1.06 3 

宇多津北放課後第２キッズクラブ 14 7 2 10   33 2.38 3 

宇多津北放課後ジュニアクラブ 10 6 8 6   30 1.47 3 

南部すくすくクラブ 13 8 13 2 1 7 44 1.65 3 

ひまわりキッズＣｌｕｂ 24 17 20 8 4 3 76 1.79 2 

※2：児童１人あたりの床面積 

出典：教育委員会、香川短期大学附属幼稚園 

 

【放課後児童クラブの利用状況の推移（各年度３月31日現在）】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童クラブ数（か所） 7 7 7 9 7 

年間平均開催日数（日） 272 262 240 247 234 

年間平均登録者数（人） 172 201 199 243 220 

出典：教育委員会、香川短期大学附属幼稚園、わかくさこども園、わかくさ北こども園   
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（イ）放課後子ども教室 

本町は令和６年度現在、放課後子ども教室６か所（スポーツ教室４か所、宿題サポート教室２

か所）で活動を行っています。 

 

【放課後子ども教室の概要（令和６年４月１日現在）】 

●放課後スポーツ教室 

教室名 開設場所 開設日 活動時間 登録人数（人） 

バドミントン教室① 

小学校４年～６年 
宇多津北小学校体育館 毎週水曜日 15:00～17:00 18 

バドミントン教室② 

小学校４年～６年 
宇多津小学校プレイルーム 毎週水曜日 15:00～17:00 19 

卓球教室① 

小学校４年～６年 
宇多津北小学校体育館 毎週水曜日 15:00～17:00 9 

卓球教室② 

小学校４年～６年 
宇多津小学校プレイルーム 毎週水曜日 15:00～17:00 5 

出典：教育委員会 

 

●放課後宿題サポート教室 

教室名 開設場所 開設日 活動時間 登録人数（人） 

宿題サポート教室① 宇多津小学校内図書室 月火木金曜日 下校後～17:00 19 

宿題サポート教室② 宇多津北小学校内教室 月火木金曜日 下校後～17:00 11 

出典：教育委員会 

 

【放課後子ども教室の利用状況の推移（各年度３月31日現在）】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

教室数（か所） 6 6 6 6 6 

各教室の定員数（人） 20 20 20 20 20 

年間開催 

日数（日） 

スポーツ教室 40 40 40 40 40 

宿題サポート教室 150 150 150 150 150 

年間登録者数（人） 93 60 80 80 66 

出典：教育委員会   



 

22 

（ウ）その他の子ども・子育て支援関連事業 

本町では、その他、以下の子ども・子育て支援関連事業を行っています。 

 

【各種事業の概要（令和６年４月１日現在）】 

取組名 内容 

子育て短期支

援事業 

ショートステイ 

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の

理由により、子どもの養育が一時的に困難となった場合に、児童養

護施設等において養育・保護を行っています。 

トワイライトステイ 

保護者が仕事その他の理由により、平日夜間又は休日に不在とな

り子どもの養育が困難となった場合等の緊急時に、児童養護施設等

において保護し、生活指導、食事の提供等を行っています。 

地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が交流できる場を提供し、子育てに関する

相談、情報提供、助言その他の援助を実施しています。 

＜実施ひろば＞ 

はぐはぐランドうたづ、げ・ん・き、すくすくひろば 

わかくさ地域子育て支援センター 

子育て援助活動支援（ファミリー・

サポート・センター）事業 

地域の「子育ての援助をしてほしい人」と「子育ての援助をした

い人」が一時的な子育てを助け合う有償ボランティアであり、委託

先の社会福祉協議会において需給調整や研修を実施しています。

(時間：午前７時～午後７時／対象：生後６か月～小学６年生) 

子ども食堂（陽だまり食堂） 

多様かつ複合的な困難を抱える子どもたちに対し、安心安全で気

軽に立ち寄ることができる食事や体験等の場を提供するとともに、

支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援機関につなげてい

ます。委託先の社会福祉協議会において月１回開催しています。 

出典：保健福祉課 

 

【各種事業の利用状況の推移（各年度３月 31 日現在）】 

取組名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

子
育
て 

短
期
支
援
事
業 

ショート 

ステイ 

利用日数(回) 8  0  21  22  10  

実利用者数(人) 1  0  3  3  4  

トワイライト 

ステイ 

利用日数(回) 0  0  0  0  0  

実利用者数(人) 0  0  0  0  0  

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業 

はぐはぐランド 

うたづ 

実施回数(回) 124 113 115 138 141 

参加児童数(人) 4,109 1,501 1,683 2,327 2,606 

げ・ん・き 
実施回数(回) 126 75 79 104 92 

参加児童数(人) 1,251 266 492 678 581 

すくすくひろば 
実施回数(回) - - - 297 297 

参加児童数(人) - - - 2,593 4,455 

わかくさ 

地域子育て支援 

センター 

実施回数(回) 243 239 141 115 184 

参加児童数(人) 1,339 993 461 349 486 

ファミリー・サポート 

・センター事業 

活動件数(件) 358 178 350 472 537 

会員数(人) 428 431 425 430 439 

子ども食堂 
実施回数(回) 11 2 2 4 7 

参加児童数(人) 192 48 65 144 266 

出典：保健福祉課   
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） 

（エ）母子保健事業の状況 

本町では、母子保健事業として、以下の各種事業を実施しています。 

 

【母子保健事業の概要（令和６年４月１日現在）】 

取組名 内容 

母子健康手帳の交付 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期

までの利用できる支援・サービスを紹介し、個別の支援プランを作

成しています。 

妊産婦健康診査 

妊産婦の健康保持及び安全・安心な出産・育児を図るため、医療

機関に委託し、産前産後の適切な時期に健康状態を把握するための

健康診査を実施し、その費用を助成しています。 

乳幼児健康診査事業 

疾病の予防及び早期発見による健康の保持増進を図るため、乳児

期における町での集団健康診査に加え、３回の個別健康診査を医療

機関で実施し、その費用を助成しています。また、３か月児健康診

査、１歳６か月児健康診査、３歳６か月児健康診査を実施し、運動

機能や視聴覚、精神発達等の状況把握と栄養及び育児に関する指導

を行っています。 

ブックスタート事業 
３か月児健康診査時、絵本のプレゼントとボランティアによる読

み聞かせ体験を実施しています。 

妊婦歯科健康診査事業 
妊婦の口腔清潔の増進を図るため、妊婦の歯科検診を行っていま

す。（宇多津町内の歯科医療機関で、妊娠期間中に１回実施） 

マタニティセミナー（両親学級） 

妊婦とその家族を対象に、安心して出産・子育てができるよう親

同士の交流を図るとともに、座談会や調理実習、沐浴実習など保健

師及び助産師、管理栄養士による助言・保健指導を行っています。 

のびのび赤ちゃんのつどい 
生後２～３か月の乳児とその保護者を対象に、身体計測や育児の

座談会、予防接種の説明等を行っています。 

はじめての離乳食教室 
生後５か月の乳児とその保護者を対象に、身体計測及び管理栄養

士による離乳食講習会、試食、座談会等を行っています。 

離乳食フォローアップ教室 
生後８～10か月の乳児とその保護者を対象に、身体計測及び管理

栄養士による離乳食講習会、試食、座談会等を行っています。 

産後ケア事業 

出産後も安心して子育てができるよう、生後１年未満の乳児とそ

の保護者を対象に、助産院や医療機関、自宅、ホテル等において心

身のケアや育児のサポート等を行っています。 

利用者支援事業 

保健師等の専門職を配置し、必要な情報提供、助言、保健指導等

をワンストップで行い、妊娠・出産・育児期において切れ目のない

支援を実施しています 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師や助産師が訪

問し、養育環境等を把握し、相談や子育て支援に関する情報提供を

行うとともに、支援が必要な家庭を専門機関につないでいます。 

養育支援訪問事業 

子育てに不安や孤独感を抱える家庭や不適切な養育状況にあるな

ど様々な要因で支援が必要とされる家庭に社会福祉士や保健師等の

専門職員が訪問し、養育環境の維持・改善のための相談支援を行っ

ています。 

出典：健康増進課、保健福祉課   
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【母子保健事業の利用状況の推移（各年度３月31日現在）】 

取組名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

母子健康手帳 届出数(件) 187 184 192 151 148 

妊産婦健康診査 

延対象者数(人) 2,992 2,944 3,072 2,416 2,368 

延受診件数(件) 2,227 2,452 2,496 2,348 2,039 

受診率(％) 74.4 83.2 81.2 97.1 86.1 

乳児個別健康診査 

対象者数(人) 360 358 360 317 289 

受診者数(人) 319 310 305 296 289 

受診率(％) 88.6 86.6 84.7 93.4 100.0 

３か月児健康診査 

対象者数(人) 191 177 181 167 145 

受診者数(人) 191 172 181 167 142 

受診率(％) 100.0 97.2 100.0 100.0 97.9 

１歳６か月児 

健康診査 

対象者数(人) 181 197 146 166 152 

受診者数(人) 181 196 146 166 152 

受診率(％) 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 

３歳６か月児 

健康診査 

対象者数(人) 153 183 171 175 169 

受診者数(人) 152 183 171 174 169 

受診率(％) 99.3 100.0 100.0 99.4 100.0 

産後ケア事業 利用者数(人) 3 10 12 13 25 

利用者支援事業 実施箇所数(か所) 1 1 1 1 1 

乳児家庭全戸訪問事業 訪問件数(件) 166 171 143 172 124 

養育支援訪問事業 訪問件数(件) 24 154 131 131 175 

出典：健康増進課、保健福祉課 

 

（オ）相談事業の状況 

本町では、以下の相談事業を実施しています。 

【相談事業の概要（令和６年４月１日現在）】 

取組名 内容 

１歳おめでとう相談 
１歳時に身体計測や保健師・栄養士による相談、理学療法士による運動発達相談

を実施しています。記念の手形作成も行っています。 

育児相談 
毎月、乳幼児の希望者を対象に、身体計測、保健師・栄養士・臨床心理士による育

児個別相談を行っています。 

こども・ことばの 

相談 

子育てや子どもの発達に不安がある方を対象とした児童心理士による個別相談

や、子どもの言葉に不安がある方を対象とした臨床心理士による個別相談を行って

います。 

こころの相談 

ひきこもり相談 

対人関係や親子関係、ひきこもり、不登校、妊娠・子育て中の悩み等について、臨

床心理士による個別相談を行っています。 

保育所等巡回相談 
作業療法士が保育所等を巡回し、集団における他者との関わり方などについてよ

り良い成長発達に繋げるための相談支援を行っています。 

発達相談 
０歳～12歳程度の心身の発育・発達が気になる子どもを持つ保護者を対象に、理

学療法士や作業療法士による個別相談を実施しています。 

出典：健康増進課、保健福祉課 
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（カ）経済的支援の状況 

本町では、以下の経済的支援を実施しています。 

【経済的支援の概要（令和６年４月１日現在）】 

取組名 内容 

児童手当 

０歳から中学校修了前の子どもを養育する者に毎月手当を支給しています。また、

制度改正に伴い、令和６年 10月分から、対象者を高校生年代までに拡大し、所得制

限の撤廃及び第３子以降の手当額を30,000 円に増額します。手当月額は、３歳未満

15,000 円、３歳以上10,000 円、第３子以降30,000 円です。 

児童扶養手当 

父又は母のいない家庭、又は父母はいるが身体などに重度の障害があり、一家の

生計を維持できない状態にある家庭への支援として、18歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にある子どもを養育している者に毎月手当を支給しています。手

当月額は、１人目最大45,500 円、２人目最大10,750 円加算、３人目以降最大6,450

円加算です。ただし扶養義務者等の所得に応じて減額される場合があります。 

特別児童扶養手当 

20歳未満で身体又は精神に中度以上の障害のある子どもを監護している父もしく

は母、又は父母に代わってその子どもを養育している者に毎月手当を支給していま

す。手当月額は、障害等級が１級の場合は55,350円、２級の場合は36,860円です。

ただし、扶養義務者等の所得に応じて支給されない場合があります。 

乳幼児（子ども）医

療費助成 

０歳から高校３年生までの子どもを対象に、保険診療にかかる医療費の自己負担

分を助成しています。 

ひとり親家庭等医療

費助成 

必要な医療を安心して受けられるよう、ひとり親家庭等の満18歳に達する年度末

までの子どもに健康保険が適用される診療を受けた場合に、医療費の自己負担分を

助成しています。ただし、扶養義務者等の所得に応じて適用されない場合がありま

す。 

出産一時金 
国民健康保険に加入している妊婦が出産した際に要した費用（最大50万円）を助

成しています。 

出産・子育て応援事

業「ともはぐ」 

妊娠届出時と出産時に保健師等が面談を行い、出産・子育て応援ギフトとして各

５万円分のカタログギフトを支給しています。 

宇多津町出産祝金支

給事業 

新生児の出産を奨励し、誕生を祝福するため、出産した母親を対象に、新生児１

人につき１万円を支給しています。 

生殖補助医療費助成

事業 
不妊治療を行っている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。 

保育所等の保育料等

の減免 

第３子以降や一定の所得未満のひとり親家庭等の子どもが保育所等を利用する場

合、保育料や副食費を減免します。 

病児・病後児保育利用

料無料化事業 

第２子３歳未満及び第３子以降就学前の子どもを対象に、病児・病後児保育施設

の利用料を無償化しています。ただし、実費（昼食、おやつ代、延長料金）は除き

ます。 

義務教育時の就学援

助 

経済的な理由により就学が困難な子ども等の学用品費や郊外活動費等の一部を助

成しています。助成基準額は、品目及び小・中学校によって異なります。 

新入学生制服等購入

費助成 

町立の小中学校に入学する子ども又は町内に住所を有し、町外の小中学校に入学

する子どもの保護者を対象に、入学に際して購入した制服等の費用の一部（最大

15,000円）を助成しています。 

出典：教育委員会、健康増進課、保健福祉課 
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【児童手当等の利用状況の推移（各年度２月１日現在）】 

手当の種類 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童手当 受給資格者数(人) 1,634 1,557 1,560 1,466 1,405 

児童扶養手当 受給資格者数(人) 264 253 248 253 240 

特別児童扶養手当 受給資格者数(人) 41 36 40 40 33 

出典：保健福祉課 

 

【その他経済的支援の利用状況の推移（各年度３月31日現在）】 

助成種類 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

子ども医療費 助成金額(千円) 0 68,750 83,832 83,587 111,958 

ひとり親家庭等医療費 助成金額(千円) 0 22,848 24,823 26,180 26,737 

出産一時金 助成金額(千円) 0 0 0 0 0 

出産・子育て応援金 助成金額(千円) - - - 17,900 16,450 

出産祝金 助成金額(千円) - - 1,558 1,710 1,350 

特定不妊治療費(～R3) 

生殖補助医療費(R4～) 
助成金額(千円) 1,785 2,416 4,092 800 2,223 

第３子以降保育料等 助成金額(千円) 16,786 11,273 11,341 11,314 10,638 

病児・病後児保育料 助成金額(千円) 268 70 81 108 222 

就学援助費(小中学校) 助成金額(千円) 21,013 19,649 21,291 23,061 25,666 

制服等購入費(小中学校) 助成金額(千円) 4,523 4,946 4,446 4,373 4,208 

出典：教育委員会、健康増進課、保健福祉課 



第２章 宇多津町の現状 
 

27 

２ ニーズ調査結果概要 

本調査は、令和６（2024）年度に策定する「第３期宇多津町子ども・子育て支援事業計画」の基礎資

料として、教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後の利用希望」を把握し、本町

で確保するべき教育・保育・子育て支援に関する「量の見込み」を算出するため、宇多津町内の就学前

児童・小学生児童の保護者の方を対象にアンケート（ニーズ）調査として実施しました。 

 

調査地域 宇多津町全域 

調査対象者 

就学前児童保護者 
宇多津町内在住の０～６歳の就学前の子どものいる世帯 

（令和６年１月末現在） 

小学生児童保護者 
宇多津町内の小学校に通う１～３年生の子どものいる世帯 

（令和６年１月末現在） 

調査時期 令和６年２月１日～令和６年２月 22 日 

調査方法 郵送での配布・回収または web での回答 

配布数 就学前児童保護者：1,104 人 小学生児童保護者：487 人 

回収率 就学前児童保護者：46.7%(516 件） 小学生児童保護者：46.8%(228 件) 

 

 

■保護者の配偶関係（単数回答） 

調査票回答者の配偶関係についてみると、「配偶者がいる」が９割前後を占めています。 

94.4

4.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

n=516

就学前児童保護者 

小学生児童保護者 

85.1

14.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

n=228
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■日頃、見てもらえる親族・知人（複数回答） 

お子さんをみてもらえる人についてみると、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」が 60%以上と最も高くなっています。次いで「日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる」が 26.6%、「いずれもない」17.8%などの順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんをみてもらえる人についてみると、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」が 50%以上と最も高くなっています。次いで「日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる」が 25.9%、「いずれもない」20.6%などの順になっています。   

就学前児童保護者 

小学生児童保護者 

60.5

26.6

7.2

1.6

17.8

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

n=516

51.3

25.9

13.6

1.3

20.6

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

n=228
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■現在の母親の就労状況（単数回答） 

お子さんの母親の現在の就労状況についてみると、「パート・アルバイトなどで就労」が 29.5%

と最も高く、次いで「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 25.2%、「フルタイム

で就労」23.8%などの順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■母親のフルタイムへの転換希望（単数回答） 

フルタイムへの転換希望について性別でみると、 

母親では「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望」が 49.7%

と最も高く、次いで「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない」22.2%など

の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■母親の就労希望（単数回答） 

母親の就労希望についてみると、「１年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就

労したい」が 49.3%と最も高く、次いで「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」が 25.4%、

「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 20.2%となっています。 

23.8

13.4

29.5

6.4

25.2

0.8

1.0

0% 20% 40%

フルタイムで就労

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイトなどで就労

パート・アルバイトなどで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=516

就学前児童保護者 

10.3

22.2

49.7

1.1

16.8

0% 20% 40% 60%

フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以

外）の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以

外）をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

n=185

20.2

49.3

25.4

5.2

0% 20% 40% 60%

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが

（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

n=134

就学前児童保護者 

就学前児童保護者 
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■現在の母親の就労状況（単数回答） 

お子さんの母親の現在の就労状況についてみると、「パート・アルバイトなどで就労」が 37.3%

と最も高く、次いで「フルタイムで就労」が 36.4%、「以前は就労していたが、現在は就労して

いない」20.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■母親のフルタイムへの転換希望（単数回答） 

フルタイムへの転換希望について性別でみると、 

母親では「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望」が半数

以上を占めており最も高く、次いで「フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みは

ない」14.9%などの順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■母親の就労希望（単数回答） 

母親の就労希望についてみると、「１年より先、一番下の子どもが（ ）歳になったころに就

労したい」、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」がともに 34.0%となっています。

次いで「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 30.2%となっています。   

36.4

0.0

37.3

0.9

20.6

2.6

2.2

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで就労

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイトなどで就労

パート・アルバイトなどで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

n=228

8.1

14.9

52.9

1.2

23.0

0% 20% 40% 60%

フルタイムへの転換希望があり、

実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、

実現できる見込みはない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）

の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）

をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

n=87

小学生児童保護者 

小学生児童保護者 

小学生児童保護者 

30.2

34.0

34.0

1.9

0% 20% 40% 60%

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが

（ ）歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

n=53
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■平日定期の教育・保育事業の利用サービスの種類（複数回答） 

お子さんの平日の定期的な教育・保育の事業の利用についてみると、「認定こども園（保育

所機能分）」が 49.1%と最も高く、次いで「認定こども園（幼稚園機能分）」が 20.5%、「認可保

育所（園）」20.3%などの順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土日・長期休暇の定期の教育・保育事業の利用サービスの種類（単数回答） 

土曜日の定期的な教育・保育の事業の利用希望についてみると、「利用する必要はない」が 70%

以上を占めています。次いで「月に１～２回は利用したい」20.2%などの順になっています。 

日曜日・祝日の定期的な教育・保育の事業の利用希望についてみると、「利用する必要はない」

が 90%弱を占めています。 

（幼稚園利用者）長期休暇中の「定期的な教育・保育の事業」の利用希望についてみると、「休

みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 29.0%で最も高く、次いで「利用する必要はない」24.6%な

どの順になっています。   

24.6 29.0 21.9 24.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

長期休暇中

利用する必要はない 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい 無回答

72.9 

89.2 

6.2 

1.6 

20.2 

8.1 

0.8 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日

日曜日

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答

就学前児童保護者 

就学前児童保護者 

49.1

20.5

20.3

8.0

3.2

2.7

1.1

0.8

0.5

0.3

0.0

0.0

1.1

0.5

0% 20% 40% 60%

認定こども園（保育所機能分）

認定こども園（幼稚園機能分）

認可保育所（園）

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認定こども園（幼稚園機能分）

その他の認可外の保育施設

事業所内保育施設

小規模な保育施設

ファミリー・サポート・センター

家庭的保育

居宅訪問型保育

その他

無回答

n=375
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■病気の際の対応について 

お子さんが病気やけがで普段利用している事業が利用できなかった際の対処方法について

みると、「母親が休んで看た」が 70%以上となっており、最も高くなっています。次いで「父親

が休んで看た」36.9%、「（同居を含む）親族・知人・友人等に看てもらった」28.2%などの順に

なっています。 

各対処方法の 1 年間の対処日数をみると、多くの項目で１日～５日までの対処となっている

一方で、「母親が休んで看た」は「10～19 日」が 38.5%と、年間の対処日数が多い傾向がみてと

れます。 

 

   

2.3

1.9

5.4

2.3

13.9

1.2

4.6

1.9

0.4

38.5

12.7

11.5

3.5

0% 20% 40%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０～１９日

２０～２９日

３０日以上

無回答

n=260

就学前児童保護者

■母親が休んで看た対処日数 

78.1

36.9

28.2

23.1

6.0

0.6

0.0

0.0

1.5

0.3

0% 20% 40% 60% 80%

母親が休んで看た

父親が休んで看た

（同居を含む）親族・知人・友人等

に看てもらった

父親または母親のうち、

就労していない方が子どもを看た

病児・病後児保育施設を利用した

仕方なく子どもだけで留守番させた

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

n=333
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■小学生 放課後の過ごす場所 

現在の小学生児童の放課後を過ごす場についてみると、「自宅」が 70%以上で最も高く、次い

で「習い事（ピアノ教室、サッカー、学習塾など）」が 40.8%、「放課後児童クラブ（学童保育）」

29.0%などの順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土曜日・日曜日・祝日の放課後児童クラブの利用希望（単数回答） 

 

 

 

 

   

70.6 

40.8 

29.0 

14.9 

4.0 

3.1 

1.3 

0.0 

0.0 

9.2 

3.1 

76.3 

50.0 

18.0 

18.0 

4.4 

7.5 

14.9 

24.1 

0.4 

16.2 

9.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

習い事

放課後児童クラブ（学童保育）

祖父母宅や友人・知人宅

放課後等デイサービスなどの

障がい児支援施設

児童館

放課後子ども教室

学校の部活動

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館・公園など）

無回答

n=228

現在の過ごし方

高学年になったら

9.1 

10.6 

77.3 

3.0 

1.5 

6.1 

84.9 

7.6 

22.4 

28.5 

48.3 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低学年（１～３年生）

の間は利用したい

高学年（４～６年生）

になっても利用したい

利用する必要はない

無回答

n=66

土曜日

日曜・祝日

長期休暇中
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■子育て（教育を含む）に関しての相談先 

就学前児童保護者では、「配偶者（夫または妻）・パートナー」が 87.3%と最も高く、次いで

「親族（祖父母など）」が 86.9%、「友人・知人」が 66.7%、「保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園・学校の先生」34.5%などの順になっています。 

小学生児童保護者では、「配偶者（夫または妻）・パートナー」が 80.6%と最も高く、次いで

「親族（祖父母など）」が 79.1%、「友人・知人」が 68.4%、「保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園・学校の先生」35.2%などの順になっています。 

 

   

87.3

86.9

66.7

34.5

29.2

17.6

14.4

13.8

11.7

6.1

2.3

2.1

0.4

0.2

2.1

0.2

80.6

79.1

68.4

35.2

21.4

18.9

9.7

8.7

5.6

2.0

0.5

1.0

0.5

0.5

3.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者（夫または妻）・パートナー

親族（祖父母など）

友人・知人

保育所（園）・幼稚園

認定こども園・学校の先生

職場の人（上司・同僚など）

保育所（園）・幼稚園・認定こども園

学校の保護者の仲間

かかりつけの医師・看護師

保健センター、保健所

子育て支援拠点施設

近所の人

子育て世代包括支援センター

町の子育て関連担当窓口（保健福祉課など）

社会福祉協議会の職員

民生委員・児童委員

その他

無回答

就学前児童保護者（n=472）

小学生児童保護者（n=196）
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■育児休業取得の状況 

就学前児童保護者の育児休業取得についてみると、母親で「取得した（取得中である）」が

50%以上を占めています。また、「働いていなかった」が 34.5%、「取得していない」が 12.4%と

なっています。父親では、「取得していない」が 70%以上を占めています。また、「取得した（取

得中である）」が 17.4%となっています。 

取得していない理由についてみると、母親で「子育てや家事に専念するために退職した」が

25.0%で最も高く、次いで「仕事に戻るのが難しそうだった」、「職場に育児休業の制度がなかっ

た（就業規則に定めがなかった）」が 18.8%、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」

17.2%などの順になっています。父親では、「仕事が忙しかった」が 45.6%で最も高く、次いで

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が33.1%、「収入減となり、経済的に苦しくな

る」32.8%などの順になっています。 

 

 

   
34.5

51.7

12.4

1.4

0.8

17.4

74.4

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答
就学前児童保護者母親（n=509）

就学前児童保護者父親（n=478）

25.0

18.8

18.8

17.2

7.8

7.8

4.7

3.1

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

0.0

17.2

10.9

0.0

2.9

6.3

33.1

45.6

32.8

0.3

0.8

0.5

4.4

29.4

19.8

0.3

1.6

7.0

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てや家事に専念するために退職した

仕事に戻るのが難しそうだった

職場に育児休業の制度がなかった

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

収入減となり、経済的に苦しくなる

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

保育所（園）などに預けることができた

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

昇給・昇格などが遅れそうだった

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるな

ど、制度を利用する必要がなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取

得できることを知らず、退職した

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答

就学前児童保護者母親（n=64）

就学前児童保護者父親（n=384）
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■充実してほしい施策 

就学前児童保護者では、「児童手当、子ども医療費助成など、子育て世帯への経済的支援の

充実」が 70.9%と最も高く、次いで「公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラの整備」

が 63.8%、「放課後児童クラブ（小学生対象）など、放課後預かり事業の充実」43.8%などの順

になっています。 

小学生児童保護者では、「児童手当など、子どもを育てやすい経済的支援の充実」が 68.4%で

最も高く、次いで「公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラの整備」が 64.9%、「放課

後児童クラブ（小学生対象）など、放課後預かり事業の充実」46.1%などの順になっています。 

 

 

 

   

70.9

63.8

43.8

25.2

38.6

29.3

33.0

13.0

12.8

22.1

4.3

7.8

3.7

7.2

1.7

1.4

68.4 

64.9 

46.1 

34.7 

29.4 

29.0 

29.0 

17.1 

9.7 

7.5 

7.0 

6.1 

1.8 

7.0 

0.4 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童手当、子ども医療費助成など、

子育て世帯への経済的支援の充実

公園や歩道など、安心・安全な遊び場や

インフラの整備

放課後児童クラブ（小学生対象）など、

放課後預かり事業の充実

ひとり親や核家族が、仕事をしながら安心して

子どもを育てられる環境の整備・支援

幼児教育・保育施設や学校教育施設の整備・充実

親子で楽しめる観劇や音楽会など、文化事業の充実

残業時間の短縮、有給休暇・育児休業の取得促進

などに対する企業への働きかけ

障がいなどを持つ子どもや家庭への様々な支援や配慮

子育て世代包括支援センターのような子育てに困ったとき

に、保護者が相談したり情報が得られたりする場の充実

子育て支援拠点施設「はぐはぐランドうたづ」や

「すくすくひろば」のような乳幼児向け事業の充実

児童虐待防止に向けた様々な取組や啓発活動

子育てセミナーなど、子育てについて

保護者が学べる機会の充実

子育てサークル活動への支援

その他

特にない

無回答

就学前児童保護者（n=516）

小学生児童保護者（n=228）
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３ データから見える本町の課題と特徴 

社会環境や子ども・子育て支援法などの趣旨を踏まえ、本町における子ども・子育て支援の主要課題

として、次のことが挙げられます。 

（１）安心して子育てができる環境づくり 

ニーズ調査では、保護者の就労希望をみると、就学前児童の母親ではパートタイム等からフルタイ

ムの転換希望（３割弱）や未就労から就労を希望する保護者（７割強）がみられ、潜在的な保育ニー

ズがみられます。また、利用したい教育・保育サービスとして、「認定こども園（保育所機能部分）」

が５割弱で最も高くなっています。 

保護者の就労状況の変化等により、保育の必要性がある家庭が増加することが考えられ、幼児教育・

保育無償化によるニーズの増加を適切に見込み、幼稚園、保育所の受け皿の確保とともに、教育・保

育の質を高めていく必要があります。 

（２）子どもの放課後の居場所について 

ニーズ調査では、小学校就学後の放課後の過ごし方の希望について、低学年のうちは、放課後クラ

ブが８割を超えています。また、高学年は４割強となっています。引き続き適切なニーズを把握し、

整備していく必要があります。 

今後、放課後の居場所に対するニーズがさらに高まることが予測される中、地域の人材や地域資源

を活用した子どもの居場所づくりが求められます。 

（３）相談先について 

相談先の有無と相手についてニーズ調査では、子育てをする上で、気軽に相談できる先として、配

偶者やパートナー、親族（祖父母など）がそれぞれ８割となっており、一方で保育所（園）・幼稚園・

認定こども園・学校の先生の割合は３割強となっています。 

今後は、保護者の孤立を防ぎ、子育ての悩みや保護者自身の悩みを抱え込むことがないよう、身近

で気軽に相談できる仕組みや体制を構築し、妊娠、出産、産後、子育て期における切れ目ない支援を

行うことが必要です。 

また、相談相手がいない人や子どもの預け先がない人への対策（周知やアウトリーチなど）を行い、

既存事業へつなげ、また、複雑化かつ深刻化した相談内容に対応するため、専門相談できる体制の整

備や専門機関同士の連携を行うことが求められます。 

（４）子育てと職場の両立支援制度について 

育児休業を取得した割合は、母親が５割強、父親が２割弱でした。取得していない割合は、母親が

１割強、父親が７割強となっており、父親が育児休業を取得することが容易でない様子がうかがえま

す。父親が育児休業を取得できない理由として、仕事が忙しかった、職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった、収入減となり、経済的に苦しくなるといった理由が上位３位までを占めています。 

今後は、父親自身や企業が意識や支援制度について、育児と職場の両立が可能となるよう一歩一歩

改革を進めていく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の理念は、第２期計画から引き継ぐ形で「元気！笑顔！自立する 未来を創る うたづっ子」

とします。この理念には、子どもたち一人ひとりの成長と幸せを中心に据え、地域全体で支える子育

て環境の充実を目指す強い意思が込められています。 

この「自立」という言葉は、単に子ども自身が独立して生きていく力を育むことを意味するだけで

はなく、子どもたちが自己肯定感を持ち、個性を尊重されながら成長できる環境を整えることを通じ

て、地域社会全体がともに「自立」していくという広い視野を含んでいます。つまり、「自立する未来」

とは、個人と地域・社会が支え合い、相互に成長していく未来のことを指します。 

本計画では、特に妊娠・出産期から学童期に至るまでの子どもの成長過程を切れ目なく支援すると

ともに、地域社会全体で子育てを支える姿勢をさらに強化します。これにより、子どもたちが「かけ

がえのない存在」として認められ、安心して成長できる社会を目指します。 

また、保護者の多様なニーズに対応することで、保護者自身が希望を実現できる環境を整え、子育

てと家庭生活が調和した社会を築いていきます。 

 
 
 
 
 
 
   

一人ひとりの子どもがかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、 

自己肯定感を感じながら成長していくことが可能となる環境を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

本町が目指す子ども・子育て支援の姿 

 

元気！笑顔！ 

自立する 未来を創る うたづっ子 

＜基本理念＞ 
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２ 基本理念の達成に向けた重点目標 

本計画では、次の３つの重点目標を推進します。この重点目標は、保護者を対象に実施したアンケ

ート調査結果から本町の子育て家庭が抱える課題やニーズを具体的に把握し、支援体制の更なる強化

のために掲げています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

安心と質を備えた

教育・保育の実現 

 

子どもを慈しみ育むために、

子どもの健康と安全のために、

そして子どもの健やかな心身を

育成できるよう、何よりも子ど

も自身のための基礎的、継続的

な支援を行います。 

子育てにおける時代の流れと

保護者の就労状況の変化等によ

る多様なニーズに対応するため

に、様々な事業を展開していく

とともに、サービスの利用状況

の把握等点検・評価を重ね、住民

ニーズに合致した施策の展開に

努めます。 

孤立を防ぎ安心を 

支える子育て環境 

 

子どもの幸せを第一に、保護

者と地域・社会のつながりが主

体となって、子どもの命を守り、

育成できるよう強固な環境づく

りを目指します。 

各関係機関との連携を強化

し、切れ目のない相談体制の構

築など地域の支援体制の更なる

充実を図るとともに、放課後等

の居場所の確保やその他きめ細

やかなサービスを展開すること

により、親子が安心して生活で

きる環境づくりを推進します。 

地域みんなで支える 

子育てのまち 

 

地域・社会の子育て支援の取

組を継続し、安全・安心な子育て

環境の整備を推進します。 

地域社会全体のシステム基盤

としての環境の重要性を認識

し、本町にある施設や公園など

の地域資源を生かすとともに、

ボランティア活動の推進など地

域ぐるみの子育てを推進するこ

とによる地域の子育て力の向上

を図り、「子育て」を核とした誰

もが生き生きと生活できる地域

づくりに取り組みます。 

重点目標１ 重点目標２ 重点目標３ 
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３ 施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

基本理念 重点目標 重 点 施 策 

元
気
！ 

笑
顔
！ 

自
立
す
る 
未
来
を
創
る 

う
た
づ
っ
子 

基本目標 基 本 施 策 

 １ 
（１）就学前教育・保育 

（２）放課後児童クラブ 

安心と質を備えた 

教育・保育の実現 

 ２ 孤立を防ぎ安心を 

支える子育て環境 

（１）子どもと子育て当事者の安心・安全を守る 

（２）相談体制の充実 

 ３ 地域みんなで支え

る子育てのまち 

（１）子どもの居場所と環境づくり 

（２）子育て両立支援 

就学前教育・保育の充実 

母子保健・健康増進の充実 

ワーク・ライフ・バランス 

の充実 

学校を基本とした教育の充実 

児童虐待防止対策の充実 

配慮が必要な家庭等への 

支援の充実 

地域づくりと人材育成の充実 

（１）就学前教育・保育の安定した提供と質の向上 

（２）子育て支援事業の推進 

（３）経済的支援 

（１）親子の健康増進 

（２）健やかな成長・発達への支援 

（３）相談事業の推進 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

（２）男女共同参画の推進 

（１）学校教育及び教育環境の整備 

（１）きめ細やかな相談支援体制の整備 

（２）関係機関との連携強化 

（３）普及啓発の推進 

（１）子どもの安全の確保 

（２）遊び場やインフラの整備 

（３）地域を支える人材育成 

（１）配慮が必要な子どもとその家庭への支援 

（２）ひとり親家庭等への支援 

（３）子どもの貧困の解消に向けた対策の推進 

基本目標１ 

基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

基本目標５ 

基本目標６ 

基本目標７ 
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第４章 施策の展開 
 

１ 重点目標の施策 

 

重点目標１  安心と質を備えた教育・保育の実現 

（１）就学前教育・保育 

本町では、特に０歳児において通年 10 名ほどの待機児童が発生しており、この待機児童の解消が

最重要課題と言えます。少子化が進行する一方で保育のニーズは増加傾向にあります。 

待機児童の解消の実現に向けて、保育士の確保や柔軟な受け入れ体制の整備が必要であり、特に待

機児童が発生しやすい低年齢児クラスへの対応や、発達に課題のある子どもへの支援体制の充実など、

量と質の両面からの充実を図ります。 

 
①   保育士等の確保 

 保育士確保のための様々な施策の実施を検討するとともに、ＩＣＴ導入などによ

る事務の効率化・簡素化を図り、職員の働き方の改善を目指します。 

②   公私の教育・保育施設の役割と連携 

 公立施設は、地域の教育・保育水準の維持・向上を図るための中心的役割を担い、

私立施設の供給量が不足する場合の確保、医療的ケアや虐待等支援が必要なケース

への対応など、インクルージョンの理念のもと、地域のセーフティネットとしての

役割を果たします。 

私立施設は、効率的な施設運営や柔軟で迅速に対応できる機動性などの強みを生

かし、多様化する保護者ニーズに柔軟に対応した教育・保育を提供する役割を果た

します。 

公私のバランスを保ち、誰ひとり取り残さず、子どもが集団の中で様々な活動を

通じて、豊かな人間性、社会性などを身に着け、生きる力を育成することができる

よう、教育・保育の提供を目指します。 

③   質の高い教育・保育の提供 

 認定こども園の普及促進に向けた幼稚園教諭と保育士の両方の資格取得を促進

するとともに、様々な家庭状況に対応する高度な専門性が求められる中、その専門

性を計画的に向上させられるよう研修機会の確保を行うなどにより、サービス全体

の質の向上を図ります。 

④   多様な保育サービスの検討 

 保護者の働き方の多様化やこども家庭庁の設置等の国の動向など、今後も更なる

保育ニーズの高まりが予想されることから、柔軟な受け皿の拡大に向け、多様な保

育サービスの提供を検討します。 
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（２）放課後児童クラブ 

放課後児童クラブについては、家庭の就労等の状況に応じて適切に利用できることが重要です。学

校の空き教室や児童館などを活用していますが、受入スペースや職員の確保が必要です。保護者の就

労支援という一面に加え、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目指しま

す。 

 
①   放課後児童支援員の確保とスキルアップ 

 放課後児童支援員の確保及び定着を図るため、職場環境の改善や働きがいのある

職場づくりを目指します。 

また、支援員として必要なスキルを身に付けるとともに、質の向上を目的とした

各種研修の受講を推進します。 

②   民間事業者の参入促進による受け皿の整備・確保 

 民間事業者との連携を図り、多様なニーズに対応できるよう柔軟な受け皿の確保

に努めます。 

③   多様な経験活動の推進 

 地域の団体や住民と協力し、子どもが多様な経験ができる機会を積極的に取り入

れるとともに、放課後子ども教室とも連携し、一体的な事業の推進を図ります。 

 
 

■子育て当事者意見（就学前児童保護者回答） 

５歳以上のお子さんについて、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさ

せたいですか。 

【小学校低学年 １～３年生】 【小学校高学年 ４～６年生】 

  

お子さんが小学校低学年では、「放課後児童クラブ」が 80%以上で最も高く、次いで「自宅」

75.0%、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」66.4%などの順になっています。 

 また、お子さんが小学校高学年では、「自宅」が 97.1%と最も高く、次いで「習い事（ピアノ教

室、サッカークラブ、学習塾など）」77.1%、「放課後児童クラブ」42.9%などの順になっていま

す。 
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 重点目標２ 孤立を防ぎ安心を支える子育て環境 

核家族化など世帯規模が縮小し、子育てをしていて孤独を感じるなど不安感や負担感を抱く保護者

が増加しています。保護者が不安や悩みを抱えた時に、身近な場所で気軽に相談できる体制づくりが

求められています。 

また、少子化であるにも関わらず、児童虐待の相談・対応件数は依然として高い水準にあり、特に

困難を抱える世帯への支援が課題となっています。支援を行う関係機関と密に連携し、必要な支援に

つなげていけるよう相談体制や支援体制の整備を推進します。 

（１）子どもと子育て当事者の安心・安全を守る 

①   妊産婦・子どもの健康づくりの推進 

 妊娠・出産期から子育て期まで切れ目ない支援を行い、親子がともに健全な生活

が営めるよう体制づくりを推進します。ライフステージに応じた産後ケアや相談支

援、健康診査、予防接種等の実施により健康づくりに努めます。 

②   児童虐待の防止と早期発見 

 子どもの命や人権が尊重されるよう、今後も引き続き子どもの人権に対する認識

を深めるための啓発活動を行います。また、児童虐待の早期発見、早期対応ととも

に、虐待を受けた子どもの心のケアなど、総合的・効果的に支援が行えるよう、関

係機関や施設と連携し、ネットワークの強化・充実を図ります。 

支援が必要な家庭を把握し、適切な支援を行うためにも、母子保健機関と児童福

祉機関と連携し、対応する必要があります。妊娠期から子育て期まで切れ目ない支

援を行うために、各種子育て支援に関わる機関との連携強化を図ります。 

 
■香川県 児童相談所における児童虐待相談対応件数について 

 
 県内では、令和２年度（1,264 件）から令和５年度（1,271 件）と増加しています。 

 
③   ひとり親家庭等への支援 

 ひとり親家庭や配慮が必要な子どものいる家庭などへの経済的・身体的・精神的

支援を行うとともに、ライフステージに応じた多様な課題に対応できるよう包括的

な支援体制を構築し、支援が必要な家庭を早期に発見に努め、適切な支援ができる

よう関係機関との情報共有を図ります。   
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■子育て当事者意見 

お子さんを宇多津町でこれまで育ててこられた中で、子育てに関する次の点についてどのように

考えますか。（地域の人からの支え・公園や遊具など遊び場の充実について） 

【就学前児童保護者】  

 

【小学生児童保護者】 

 

 

（２）相談体制の充実 

①   相談体制の充実 

 子どもや子育てを取り巻く環境が著しく変化する中、多様なニーズに対応するた

め、研修等を通じて相談窓口の専門性を高めるとともに、支援内容や相談場所など

の周知等に注力します。また、必要な支援にスムーズにつなげられるよう、関係機

関との連携を図ります。 

また、妊娠・出産期から子育て期まで切れ目ない支援をワンストップで行うため、

こども家庭センターを設置し、児童福祉と母子保健の一体的かつ総合的な運用によ

る相談体制の充実を図ります。 

 

■子育て当事者意見 

子育てに関して、日常悩んでいること、あるいは気になることは何ですか。 

【就学前児童保護者】 【小学生児童保護者】 

 
就学前児童保護者では、「食事や栄養に関すること」が 39.5%と最も高く、次いで「病気や発育

発達に関すること」が 37.0%、「子どもの教育に関すること」34.5%などの順になっています。 

また、小学生児童保護者では「子どもの教育に関すること」が４割以上で最も高く、次いで

「子どもの友だちづきあいに関すること」が 33.8%、「食事や栄養に関すること」27.6%などの順

になっています。 
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 重点目標３ 地域みんなで支える子育てのまち 

核家族化の進展や地域でのつながりの希薄化など、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化し

ています。日々子育てに励む保護者や子どもが不安を抱え、孤立しないよう気軽に相談でき頼れる場

所の存在が必要です。 

行政だけでなく、地域住民や事業所、地域社会でも子育てを支援していくという意識を醸成してい

くとともに、支援の担い手の育成や地域との連携・協働を推進します。 

（１）子どもの居場所と環境づくり 

①   多世代交流の居場所づくり 

 多世代交流を通じて得られる様々な出会いや体験の機会を提供し、子どもの豊か

な人間性や社会性を育みます。また、子どものみならず、子育てに関わったことに

より、達成感や満足感が感じられ、生き生きとした居場所を創出し、地域全体の活

性化を図ります。 

②   安全・安心に遊ぶことができる公園等の整備・充実 

 公園等で外遊びをすることは、運動能力の一助となるほか、様々な景色等を五感

で受け止め、また、友達とのコミュニケーションによる社会性を獲得する機会とな

るなど、子どもの成長に欠かせないものです。地域の公園など子どもの成長に必要

な居場所の更なる充実を図ります。 

 
■子育て当事者意見 

お子さんを宇多津町でこれまで育ててこられた中で、子育てに関する次の点についてどのように

考えますか。（地域の人からの支え・公園や遊具など遊び場の充実について） 

【就学前児童保護者】  

 
【小学生児童保護者】 
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（２）子育て両立支援 

①   企業・事業所への啓発 

 働き方が多様化する中で、父親の育休取得促進など仕事と育児の両立を支援し、

子育てしやすい環境づくりに取り組む企業や事業所を例として紹介し、地域全体が

子育てしやすいまちになるよう啓発活動を行います。 

 
■子育て当事者意見 

仕事と家庭の両立を支援する教育・保育の事業や環境が整っていたら、就労を継続していました

か。 

【就学前児童保護者】 

 
仕事と家庭の両立、教育・保育に関する環境が整っていたら、就労を継続したかどうかについ

てみると、「制度や環境に関係なく、自発的にやめた」が 32.4%と最も高く、次いで「職場におい

て育児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい環境が整っていれば、継

続して就労していた」が 27.9%、「教育・保育の事業と職場の両立支援環境がどちらも整っていれ

ば、継続して就労していた」11.7%などの順になっています。 
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２ 基本目標① 就学前教育・保育の充実 

（１）就学前教育・保育の安定した提供と質の向上 

施設整備を計画的に進めるとともに、幼稚園教諭及び保育士の確保と資質の向上に努め、安定した

教育・保育の提供に努めます。また、多様なニーズに対応するため、保育所等との連携強化を図りま

す。 

 

取組名 内容 担当課 

保育施設の維持・充実 

保育所等の施設の安全・安心を守り、多様なニーズに対応

できるよう施設の計画的な改修等を行い、適切な維持・充実

を図ります。 

教育委員会 

保健福祉課 

認定こども園への移行支援 
職員体制や施設型給付費等を勘案しながら、認定こども園

に移行する場合の支援を行います。 
保健福祉課 

保育士確保・待機児童対策 
国や県の動向を踏まえ、保育士の処遇改善を図りながら安

定した保育の提供に努めます。 
保健福祉課 

業務改善による負担軽減 

登降園管理や要録作成等の事務をＩＣＴ化することなど

を検討し、利用者の利便性の向上及び保育士の負担軽減によ

る離職防止と業務の効率化を図ります。 

保健福祉課 

保育資格の取得促進 

認定こども園の普及促進にあたり、その中心的な担い手の

確保に向けて、幼稚園教諭と保育士の両方の資格取得を促進

します。 

教育委員会 

保健福祉課 

教育・保育の交流・連携 

公立の幼稚園・保育所間の人事異動を行うとともに、幼稚

園教諭と保育士の合同研修等を実施し、質の向上を図りま

す。 

教育委員会 

保健福祉課 

研修の受講促進・関係機関

との連携 

教育・保育ニーズが多様化・複雑化する中で、より高度な

専門性が求められるため、必要な知識や技能の習得、維持・

向上を目的とした研修の受講を促進するとともに、専門関係

機関との連携を図り、質の高い教育・保育の提供を図ります。 

教育委員会 

保健福祉課 
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（２）子育て支援事業の推進 

利用者の多様なニーズを十分に踏まえ、子育て支援施策の提供体制を整備するとともに、地域の特

性に応じたきめ細やかなサービスの充実を図ります。 

 

取組名 内容 担当課 

時間外保育 

（延長保育）事業 

保護者の就労形態の多様化に伴う多様なニーズに対応する

ため、時間外の保育を行います。 
保健福祉課 

放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

就労等により保護者が留守となる小学１～４年生等の子ど

もに対し、長期休暇期間や祝日にも実施することにより、放課

後等の遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図ります。 

教育委員会 

子育て短期支援事業 

【ショートステイ事業】 

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境

上の理由により、子どもの養育が一時的に困難となった場合

に、児童養護施設等において養育・保護を行います。 
保健福祉課 

【トワイライトステイ事業】 

保護者が仕事その他の理由により、平日夜間又は休日に不在

となり子どもの養育が困難となった場合等の緊急時に、児童養

護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行います。 

地域子育て支援拠点事業 

就学前の子どもを対象とした様々な遊びや体験の実施や、保

護者への相談支援等を実施しています。子育て支援の拠点とし

て、親子の交流や子育てに関する情報提供等を実施することに

より、子育てへの不安感の緩和や子どもの健やかな育ちを支援

します。 

保健福祉課 

一時預かり事業 

保育所等を利用していない家庭において、一時的に家庭での

保育が困難となった場合や、育児疲れによる保護者の心理的、

身体的負担を軽減する必要がある場合等に、保育所等において

一時的に子どもを預かります。 

保健福祉課 

子育て援助活動支援 

（ファミリー・サポー

ト・センター）事業 

地域の中で「子育ての援助を受けたい者」と「子育ての援助

を行いたい者」が会員となり、その相互援助活動に関する連絡・

調整を行い、預かりや送迎等多様なニーズへの対応を図りま

す。 

社会福祉協議会 
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（３）経済的支援 

国や県の動向を踏まえ、経済的な支援を実施するとともに、支援に関する広報を行います。 

取組名 内容 担当課 

児童手当 
０歳から高校生年代の子どもを養育している方に経済的支援

を行います。手当月額等は、国の基準によります。 
保健福祉課 

児童扶養手当 

生活の安定や自立促進、子どもの健やかな成長を図るため、

ひとり親で原則18歳に達する年度末までの児童を養育している

方に手当を支給します。手当月額等は、国の基準によります。 

保健福祉課 

特別児童扶養手当 

20歳未満の精神又は身体に重度又は中度の障害がある子ども

を看護している保護者に、一定の要件を満たす場合に手当を支

給します。手当月額等は、国の基準によります。 

保健福祉課 

乳幼児（子ども）医療

費助成 

０歳から高校生年代の子どもを対象に、保険診療にかかる医

療費の自己負担分を助成します。 
健康増進課 

ひとり親家庭等医療費

助成 

必要な医療を安心して受けられるよう、ひとり親家庭等の満

18歳に達する年度末までの子どもに健康保険が適用される診療

を受けた場合に、医療費の自己負担分を助成します。所得制限

等は、国の基準によります。 

健康増進課 

出産一時金 
国民健康保険に加入している妊婦が出産した際に要した費用

（最大50万円）を助成します。 
健康増進課 

出産・子育て応援事業

「ともはぐ」 

妊娠届出時と出産時に保健師等が面談を行い、出産・子育て

応援ギフトとして各５万円分のカタログギフト又は現金を保護

者が選択して支給します。 

健康増進課 
（保健センター） 

宇多津町出産祝金支給

事業 

新生児の出産を奨励し、誕生を祝福するため、出産した母親

を対象に、新生児１人につき１万円を支給します。 
健康増進課 

生殖補助医療費助成事

業 

特定不妊治療を行っている夫婦に対し、医療保険適用外の治

療に要する費用の一部を助成し、経済的支援を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

保育所等の保育料等の

減免 

第３子以降や一定の所得未満のひとり親家庭等の子どもが保

育所等を利用する場合、保育料や副食費を減免します。 
保健福祉課 

病児・病後児保育利用

料無料化事業 

第２子３歳未満及び第３子以降、就学前の子どもを対象に、

病児・病後児保育施設の利用料を無償化します。 
保健福祉課 

病児・病後児保育利用

料助成事業 

上記の事業の対象とならない小学生以下の子どもを対象に、

町外の病児・病後児保育施設を利用した際の利用料のうち、施

設が設置されている市町に住民票のある子どもの利用料との差

額を支給します。 

また、ひとり親家庭等の就労・経済的支援として、子どもが

病児・病後児保育を利用した際の利用料の一部を助成します。 

保健福祉課 

義務教育時の就学援助 

経済的な理由により就学が困難な子どもの学用品費や郊外活

動費等の一部を助成します。助成基準額は、品目及び小・中学

校によって異なります。 

教育委員会 

新入学生制服等購入費

助成 

町立の小中学校に入学する子ども又は町外の小中学校に入学

する本町在住の子どもの保護者を対象に、入学に際して購入し

た制服等の費用の一部（最大15,000円）を助成します。 

教育委員会 

給食費無償化 
町立の小・中学校に通う本町在住の児童・生徒の給食費を無

償化し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。 
教育委員会 
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３ 基本目標② 母子保健・健康増進の充実 

（１）親子の健康増進 

妊婦や乳幼児への支援を通じて、必要に応じて適切な医療や保健指導につなげ、安心して育児がで

きるよう、関係機関と連携して継続的な支援に努めます。 

 
取組名 内容 担当課 

母子健康手帳の交付 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期から子育

て期までの利用できる支援・サービスを紹介し、個別の支援プ

ランを作成します。 

健康増進課 
（保健センター） 

妊産婦健康診査事業 

妊産婦の健康保持及び安全・安心な出産・育児を図るため、

医療機関に委託し、産前産後の適切な時期に健康状態を把握す

るための健康診査を実施し、その費用を助成します。 

健康増進課 
（保健センター） 

乳幼児健康診査事業 

疾病の予防及び早期発見による健康の保持増進を図るため、

乳児期における町での集団健康診査に加え、３回の個別健康診

査を医療機関で実施し、その費用を助成します。また、３か月

児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳６か月児健康診査を

実施し、運動機能や視聴覚、精神発達等の状況把握と栄養及び

育児に関する指導を行います。 

健康増進課 
（保健センター） 

ブックスタート事業 
３か月児健康診査時、絵本のプレゼントとボランティアによ

る読み聞かせ体験を実施しています。 
健康増進課 

（保健センター） 

妊婦歯科健康診査事業 
妊婦の口腔清潔の増進を図るため、妊婦の歯科検診を行いま

す。（宇多津町内の歯科医療機関で、妊娠期間中に１回実施） 
健康増進課 

（保健センター） 

マタニティセミナー

（両親学級） 

妊婦とその家族を対象に、安心して出産・子育てができるよ

う親同士の交流を図るとともに、座談会や調理実習、沐浴実習

など保健師及び助産師、管理栄養士による助言・保健指導を行

います。 

健康増進課 
（保健センター） 

のびのび赤ちゃんのつ

どい 

生後２～３か月の乳児とその保護者を対象に、身体計測や育

児の座談会、予防接種の説明等を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

はじめての離乳食教室 
生後５か月の乳児とその保護者を対象に、身体計測及び管理

栄養士による離乳食講習会、試食、座談会等を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

離乳食フォローアップ

教室 

生後８～10か月の乳児とその保護者を対象に、身体計測及び

管理栄養士による離乳食講習会、試食、座談会等を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

産後ケア事業 

出産後も安心して子育てができるよう、生後１年未満の乳児

とその保護者を対象に、助産院や医療機関、自宅、ホテル等に

おいて心身のケアや育児のサポート等を行います。 

健康増進課 
（保健センター） 

利用者支援事業 

保健師等の専門職を配置し、必要な情報提供、助言、保健指

導等をワンストップで行い、妊娠・出産・育児期において切れ

目のない支援を実施しています 

保健福祉課 
（相談支援センター） 
健康増進課 

（保健センター） 

乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師や助産師

が訪問し、養育環境等を把握し、相談や子育て支援に関する情

報提供を行うとともに、支援が必要な家庭を専門機関につなぎ

ます。 

健康増進課 
（保健センター） 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 
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取組名 内容 担当課 

養育支援訪問事業 

子育てに不安や孤独感を抱える家庭や不適切な養育状況にあ

るなど様々な要因で支援が必要とされる家庭に社会福祉士や保

健師等の専門職員が訪問し、養育環境の維持・改善のための相

談支援を行っています。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 
健康増進課 

（保健センター） 

おやこであそぼう教室

「ぷかりんこ」 

発達の気になる幼児（就学前）とその保護者を対象に、親子

遊びや親同士の交流会、相談（集団）を行います。 
保健福祉課 

（相談支援センター） 

こども家庭センターの

設置・運営 

妊娠・出産期から子育て期まで切れ目ない支援をワンスト

ップで行うため、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括

支援センターを統合したこども家庭センターを設置し、児童

福祉と母子保健の一体的かつ総合的な運用による相談等支援

体制の充実を図ります。 

①子ども及び妊婦等の福祉や母子保健の相談等 

②家庭状況の把握・情報提供、必要な調査・指導等 

③支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、

連絡調整 

④保健指導、健康診査等 

保健福祉課 
（相談支援センター） 
健康増進課 

（保健センター） 

 

（２）健やかな成長・発達への支援 

子どもの発達段階に応じて、必要な情報提供を行い、子どもの成長への適切な支援ができ、子ども

の健やかな成長を支える支援体制づくりに努めます。 

 
取組名 内容 担当課 

健康をおびやかす 

問題への対策 

薬物乱用根絶や喫煙防止の啓発を行うとともに、学校医（薬

剤師）による薬物乱用防止教室を小中学校において開催し、指

導・啓発を行います。 

教育委員会 

うたづええもん市 

会場内にてパネル展示やチラシを配布し、依存症や発達障害、

権利擁護に関する情報等住民のこころの健康・自殺予防の啓発

を行います。 

保健福祉課 

みんなのサロン 

「とも・とも」 

地域で暮らす乳幼児から高齢者まで、誰もが自由に集い交流

する場として、様々なイベントを定期的に開催します。 
社会福祉協議会 

うたづっこ 

ふくしセミナー 

子どもたちが様々な福祉の体験、会話、遊びを通して、福祉

やボランティアについて考え、地域との交流も出来るセミナー

を開催します。 

社会福祉協議会 

教育支援センター 

心理的要因や家庭状況等により不登校状態にある子ども等に

対して、不登校状態を解消するため、不安や焦り、対人関係の

悩み等の相談に応じるとともに、家庭や学校、スクールソーシ

ャルワーカー等と連携し、学習面及び精神面の双方から適切な

指導・援助を行います。 

教育委員会 

家庭教育の推進 

就学前の子どもの保護者等を対象とした家庭教育に関する学

習会や子育て講座（体力づくりや食生活等）を実施するととも

に、広報等により啓発活動を行います。  

家庭や学校、少年育成センター等関係機関との連携強化を図

ります。 

教育委員会 
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（３）相談事業の充実 

保護者の不安や悩みを解消するため、引き続き専門職員による各種相談事業を実施するとともに、

子どもや子育てに関する情報提供を行い、安心して子育てができる環境の保持・増進に努めます。 

 
取組名 内容 担当課 

１歳おめでとう相談 

１歳到達時に、身体計測や保健師・栄養士相談、理学療法士

による運動発達相談を行います。また、記念の手形作成も行い

ます。 

健康増進課 
（保健センター） 

育児相談 
毎月、乳幼児の希望者を対象に、身体計測、保健師・栄養士・

臨床心理士による育児個別相談を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

こども相談 
子育てや子どもの発達に不安がある方を対象に、児童心理士

による個別相談を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

ことばの相談 
子どもの言葉に不安がある方を対象に、臨床心理士による個

別相談を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

こころの相談 
対人関係や親子関係、ひきこもり、不登校、妊娠・子育て中

の悩み等について、臨床心理士による個別相談を行います。 
健康増進課 

（保健センター） 

ひきこもり相談 
ひきこもり状態にある子どもやその家族等の不安や悩み等に

ついて相談を行います。 
保健福祉課 

（相談支援センター） 

保育所等巡回相談 

作業療法士が保育所等を巡回し、集団における他者との関わ

り方などについてより良い成長発達に繋げるための相談支援を

行います。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

発達相談 

０歳～12歳程度の心身の発育・発達が気になる子どもを持つ

保護者を対象に、理学療法士や作業療法士による個別相談を実

施します。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 
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４ 基本目標③ ワーク・ライフ・バランスの充実 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

性別や年齢に関わりなく、個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方ができる社会の実現を

目指し、仕事と家庭の調和の周知・啓発に努めます。また、企業等に対し、従業員の仕事と子育ての

両立のための雇用環境や就労条件を整備する取組みを支援します。 

 
取組名 内容 担当課 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの意識啓発 

人生の各段階に応じて多様な生き方が選択及び実現できるよ

う、広報誌やＳＮＳ等多様な媒体による啓発活動を実施します。 
まちづくり課 

労働に関する 

法制度の周知 

広報誌やＳＮＳ等多様な媒体により労働に関する法制度の周

知を行います。 
まちづくり課 

企業等への子育て支援

に関する啓発 

子育て世代が働きやすい職場づくりが促進されるよう関係機

関と連携し、企業訪問による町の子育て支援施策の周知を行う

など啓発活動を行います。 

まちづくり課 

円滑な利用の確保のた

めの支援及び基盤整備 

保護者が産休（産前・産後休業）、育休（育児休業）から職

場に復帰する場合等に、保育所等を円滑に利用できるよう、妊

産婦等に対する情報提供や相談支援を行うとともに、保育所等

と連携し、計画的な教育・保育施設等の基盤整備を行います。 

保健福祉課 

 

（２）男女共同参画の推進 

宇多津町男女共同参画基本計画に基づく主要課題と施策に取り組みます。 

 
取組名 内容 担当課 

男女共同参画意識の 

啓発 

男女共同参画の視点に立ち、意識改革、社会制度の見直し、

教育・学習の充実、あらゆる分野における女性の活躍の推進、

配偶者へのあらゆる暴力の根絶等に取り組み、男女共同参画に

よる子育ての環境づくりを行います。 

教育委員会 
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５ 基本目標④ 学校を基本とした教育の充実 

（１）学校教育及び教育環境の整備 

子どもたちの学力や豊かな人間性、健康等を育むため、創意工夫を生かした教育活動を行います。

また、いじめや不登校等に対応するため、専門的な相談体制の強化や、学校、家庭、地域及び関係機

関との連携強化に努めます。 

 
取組名 内容 担当課 

学校教育における重要

項目 

＜自己肯定感の向上＞ 

  学校生活を通じて、意欲の基となる自己肯定感を高めるこ

とができるよう努めます。 

＜ＩＣＴの活用＞ 

  ＩＣＴを活用した新たな学びを提供し、子どもの学力向上

等を図るとともに、更なる活用に向けて検討します。 

  また、情報リテラシーや情報モラルについて、子どもの発

達段階に応じた指導を行うとともに、保護者への啓発活動を

行います。 

教育委員会 

保育所等との連携 

保育所等と連携し、一人ひとりの発達の過程や健康状況を記

録した要録等を共有し、接続期における指導方法の工夫や円滑

な接続を図ります。 

教育委員会 

読書環境の充実 
読書が豊かな人間形成の一助となるよう、学校の図書室やラ

イブラリーうたづの充実を図ります。 
教育委員会 

学校・家庭・地域との

連携 

地域学校協働本部を中心に、あいさつ運動や環境整備等を行

うなど、学校・家庭・地域が一体となり、地域資源を生かした

教育を推進します。 

また、就学児健康診断や保護者会などを通じて、家庭の教育

力の一層の向上を図ります。 

教育委員会 

体育館等の貸出し 
地域住民に対して体育館や運動場等を貸し出し、社会体育等

を推進します。 
教育委員会 

放課後の子どもの活動

の場の確保 

児童館や学校の空き教室等を活用し、放課後児童クラブや放

課後子ども教室を実施し、放課後の活動の場の確保に努めます。 
教育委員会   
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６ 基本目標⑤ 児童虐待防止対策の充実 

（１）きめ細やかな相談支援体制の整備 

子どもや家庭の様々な状況に対し、きめ細やかな相談支援を実施します。 

 
取組名 内容 担当課 

相談支援センター事業 

保健師、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、

以下の多様な相談に応じ、関係機関と連携しながら支援を実施

します。 

＜子ども家庭総合支援拠点機能＞ 

児童虐待、養護問題、発達、障害、ヤングケアラー等のさま

ざまな相談に応じ、関係機関と連携しながら支援を実施します。 

＜ＤＶ等への相談支援機能＞ 

配偶者等からの暴力等に関する相談窓口として、相談支援を

行います。また、児童虐待とＤＶ等の複合的な相談に応じ、関

係機関と連携しながら支援を実施します。 

＜障害福祉相談支援機能＞ 

  障害者虐待、障害者差別、障害福祉サービス等に関する相

談等に応じ、支援を実施します。 

＜ひきこもりに関する相談支援機能＞ 

  ひきこもりに関する相談に応じ、支援を実施します。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

こども家庭センターの

設置・運営 

妊娠・出産期から子育て期まで切れ目ない支援をワンスト

ップで行うため、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括

支援センターを統合したこども家庭センターを設置し、児童

福祉と母子保健の一体的かつ総合的な運用による相談等支援

体制の充実を図ります。 

①子ども及び妊婦等の福祉や母子保健の相談等 

②家庭状況の把握・情報提供、必要な調査・指導等 

③支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、

連絡調整 

④保健指導、健康診査等 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

健康増進課 
（保健センター） 

地域ぐるみの 

子育て支援の充実 

子育て家庭が地域の中で孤立することがないよう、子育てに

関する相談や支援サービスを提供するとともに、保護者及び子

ども同士の交流の場を整備し、地域ぐるみの子育て支援の充実

を図ります。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

要保護児童対策地域協

議会の機能強化 

町相談支援センターを要保護児童対策地域協議会の調整機関

とし、要保護児童、要支援児童、特定妊婦等について、関係機

関との情報共有による支援方針の決定や見直し等を行い、効果

的な支援を行います。 

また、児童虐待等の緊急性や重症度により児童相談所等の関

係機関と連携を図り、迅速かつ適切な対応に努めます。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 
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（２）関係機関との連携強化 

子どもたちの人権が守られるよう、児童虐待の防止、早期発見、早期対応に向け体制を整備し、関

係機関との密な連携を図ります。 

 
取組名 内容 担当課 

地域の安心ネットワー

クシステムの構築・強化 

子どもや高齢者、障害者等への虐待、配偶者等による暴力等

の早期発見、早期対応を促進するため、行政や地域の関係機関

などで構成される宇多津町虐待防止対策ネットワーク協議会を

運営し、構成機関との連携を深め、地域に根ざしたネットワー

クの更なる強化を図ります。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

児童虐待の防止、早期発

見・早期対応に向けた関

係機関との連携強化 

町相談支援センターを要保護児童対策地域協議会の調整機関

として、児童相談所や医療機関等の関係機関との連携を図りま

す。 

また、坂出警察署との児童虐待事案における情報共有などに

関する協定に基づき、児童虐待の未然防止や早期対応による子

どもの安全確保等に向け、坂出警察署との連携を図ります。 

地域の専門性を有する関係機関との連携を図り、情報共有や

支援要請等の迅速な対応に努めます。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

ＩＣＴを活用した子ど

もの家庭相談対応 

全国的に児童虐待の相談・対応件数が依然として高い水準に

あり、対応する職員の負担や質の高い支援の維持、児童相談所

と市町との連携等が課題とされている中で、ＩＣＴを活用した

業務の効率化や連携を検討し、要保護児童等への迅速かつ適切

な対応を図ります。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

 

（３）普及啓発の推進 

子どもや女性たちの人権が守られるよう、地域の意識の醸成を図ります。 

 
取組名 内容 担当課 

児童虐待防止普及啓発 

毎年５月の「春のこどもまんなか月間」、11月の「秋のこど

もまんなか月間」と併せて児童虐待の防止、早期発見や早期対

応に向けて、子育てに関する相談窓口や児童相談所虐待対応ダ

イヤル『189（いちはやく）』の周知等に努めます。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

ヤングケアラー普及啓発

令和６年６月「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、

ヤングケアラーの定義及び国や自治体等の役割が明確化された

ことに伴い、ヤングケアラーに関する相談窓口の周知や必要な

支援につながる体制の更なる整備等に努めます。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 

女性自立支援普及啓発 

令和６年４月施行「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律」を踏まえ、女性の自立支援に向けた相談支援や、相談

窓口などの周知等に努めます。 

また、11月 12日～11月 25 日の「女性に対する暴力を防止す

る運動」において、ＤＶ防止の周知等に努めます。 

保健福祉課 
（相談支援センター） 
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７ 基本目標⑥ 配慮が必要な家庭等への支援の充実 

（１）配慮が必要な子どもとその家庭への支援 

配慮が必要な子どもの健全な発達を支援し、豊かな地域生活や学校生活を送ることができるよう、

保育所等や相談支援事業所その他関係機関との連携を強化し、個々の発達の状況に応じた切れ目ない

支援を行っていきます。 

 
取組名 内容 担当課 

児童発達支援 

相談支援員と連携し、就学前の子どもに対して、日常生活に

おける基本的な動作の指導や知識技術の付与、集団生活への適

応訓練等を行います。 

保健福祉課 

放課後等デイサービス 

相談支援員と連携し、在学中の配慮が必要な子どもに対して、

授業終了後又は休業日に生活能力向上のために必要な訓練や交

流促進その他の援助を行います。 

保健福祉課 

中讃東圏域地域自立支

援協議会 

地域で安心した生活が送れるよう、相談支援事業所等関係機

関と連携し、切れ目ない支援体制を構築し、相談から実質的な

支援まで行います。 

保健福祉課 

医療型児童発達支援 

児童発達支援と同様、地域の中核的な療育支援施設としての

役割を担っており、肢体不自由児に対し、医療的治療と児童発

達支援を同時に行います。 

保健福祉課 

計画相談支援・障害児

相談支援 

相談支援員と連携し、配慮が必要な子どもやその保護者が障

害福祉サービスを適切に利用できるよう、心身の状況や置かれ

ている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の

事情などを勘案し、サービス利用計画を作成します。 

保健福祉課 

保育所等訪問支援 

個々の特性に応じた教育・保育が受けるため、障害児が利用

している保育所等に支援員が訪問し、集団生活適応のための専

門的な支援を行います。 

保健福祉課 

障害福祉サービス 

利用促進 

配慮が必要な子どもを持つ保護者への情報提供を行い、事業

利用の円滑化を図ります。 
保健福祉課 

障害児保育事業 
保育所等と連携し、配慮が必要な子どもが安心、安全に利用

できるよう適切な保育に努めます。 
保健福祉課 

医療的ケア児への教

育・保育の提供 

年々増加する医療的ケア児が教育・保育を受けられるよう 保

育所等における看護師等の配置や安心して保育が受けられる施

設整備に努めます。 

保健福祉課 

情報提供体制の整備 

配慮が必要な子どもの早期発見及び早期対応ができるよう、

各種事業や広報等において必要な情報提供を行うとともに相談

窓口等の充実を図ります。 

保健福祉課 
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（２）ひとり親家庭等への支援 

ひとり親家庭等の親子が安心して生活できるよう、精神的、経済的な支援に関する情報提供や相談

体制の充実を図ります。 

 
取組名 内容 担当課 

ひとり親家庭等の自立

支援の推進 

自立支援に関する相談や就労支援、保育所等の優先利用、県

が実施する福祉資金等貸付や学習支援等の情報提供等を行いま

す。 

保健福祉課 

母子・父子自立支援プ

ログラム策定事業 

児童扶養手当を受給している母子家庭の自立・就労を支援す

るため、中讃保健福祉事務所と連携し、母子・父子自立支援プ

ログラム策定員により策定された生活状況等個々のケースに応

じた自立支援プログラムに基づき継続的に支援します。 

保健福祉課 

香川県中讃保健福祉事

務所との連携 

ひとり親家庭等への主な実施機関である香川県中讃福祉事務

所と密な連携により、ひとり親家庭等の経済的自立の助成と生

活意欲の助長を図るとともに、事業の周知等を行います。 

保健福祉課 

 

（３）子どもの貧困の解消に向けた対策の推進 

家庭の事情などに左右されることなく、すべての子どもが十分な教育を受け、自らの能力や可能性

を伸ばすことができるよう精神的、経済的な支援を行います。 

 
取組名 内容 担当課 

生活困窮世帯等の教育

支援 

貧困の連鎖の防止のため、「生活困窮者自立支援法」に基づ

いて子どもへの学習支援を行います。また、社会福祉などの専

門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを配置

し、教育相談の充実を図ります。 

保健福祉課 

教育委員会 

子ども食堂 

（陽だまり食堂） 

多様かつ複合的な困難を抱える子どもたちに対し、安心安全

で気軽に立ち寄ることができる食事や体験等の場を提供すると

ともに、支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援機関

につなぎます。 

保健福祉課 

子ども食堂への支援

（民間団体） 

上記同様に、子ども食堂の運営を行う事業者に対し、運営費

の補助を行います。 
保健福祉課 

保護者への就労支援・

情報提供 

社会福祉協議会や中讃保健福祉事務所と連携し、就労支援を

行うとともに、福祉資金の貸付や児童扶養手当等の情報提供を

行います。 

保健福祉課 
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８ 基本目標⑦ 地域づくりと人材育成の充実 

（１）子どもの安全の確保 

子どもを事故や犯罪から守るため、そして地域で子どもを育て見守るために、関係機関・団体や地

域と行政が一体となって、子どもの育成にとって安全・安心な環境づくりに努めています。 

 
取組名 内容 担当課 

地域防犯対策の充実 

警察等関係機関との連携を強化し、防犯意識の高揚を図ると

ともに、ボランティアの推進により下校時の安全確保や地域に

おける防犯パトロールを強化し、活動の充実に努めます。 

住民生活課 

巡回指導等防犯・ 

安全対策の強化 

子どもの健全育成のため、定期的な巡回指導を行う中で、警

察や学校、地域等が連携し、あいさつや声掛けを積極的に行い、

非行の防止と早期発見を図ります。 

住民生活課 

教育委員会 
（少年育成センター） 

民生委員・児童委員の

活動 

誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくりを目指し

て、民生委員及び児童委員による訪問や見守り、相談対応等を

行います。 

保健福祉課 

地域ぐるみでの 

暴走行為の抑制 

本町全体が暴走族等追放重点地区に指定されているため、安

全安心まちづくりの会等地域との連携を強化し、深夜パトロー

ル等の実施により暴走行為等の抑制を図ります。 

住民生活課 

コミュニティ 

組織の充実 

新宇多津都市でのコミュニティ組織の形成を目的に、地域で

「防災」や「子ども」をテーマとしたコミュニティ組織の育成

を行うとともに、広報等により情報発信を行います。 

住民生活課 

地域の教育の向上 

地域の文化・教育の向上のために、伝統的な行事や祭りを含

めた地域行事への積極的参加や地域行事の復活を推進するとと

もに、あいさつ運動やクリーン作戦、ボランティア活動等の情

報発信及び参加促進を行います。 

教育委員会 
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（２）遊び場やインフラの整備 

子どもが安全に過ごし成長することができる環境づくりのため、自由な発想で安心して遊べる公園

や生活ルートの安全性の確保を推進します。 

 
取組名 内容 担当課 

公園の整備・維持管理 

子どもたちが安全で安心して遊ぶことができる都市公園等

の整備や維持管理を行い、子どもの健やかな成長を支え、子育

て世代が憩い自然に親しむことのできる環境づくりに努めま

す。 

地域整備課 

遊具の安全確保 
日常的な遊具点検及び資格者による定期点検を実施し、安

全の確保に努めます。 
地域整備課 

インフラの整備 通学路等子どもの生活ルートの安全性の向上を図ります。 地域整備課 

バリアフリー化の推進 
子育て世代に配慮し、段差解消やユニバーサルトイレ等バ

リアフリー化を推進します。 
地域整備課 

 

（３）地域を支える人材育成 

地域ぐるみの子育てを推進するため、地域で活動する支援団体等の情報を把握し、支援を必要とす

る家庭へとつなげる体制づくりを推進するとともに、地域の支援団体やボランティア等を応援し、持

続的な人材育成を推進し、地域の子育て力の向上を図ります。 

 
取組名 内容 担当課 

子育てサポーターの育成 

地域の子育て支援者を増やすことを目的に、有償のボラン

ティアを育成するための「子育てサポーター養成講座」を定

期的に開催します。 

社会福祉協議会 

子育て支援員等の育成 

子育て支援員研修などを通じて、子どもが健やかに成長で

きる環境や体制が確保できるよう、地域の保育や子育て支援

を担う人材の育成を支援します。 

保健福祉課 

ボランティア活動の推進 
多世代交流施設等で実施される子育て支援拠点事業等にお

いて地域住民と協力し、ボランティア活動を推進します。 
保健福祉課 
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第５章 子ども・子育て支援法に基づく量の確保計画 

１ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）教育・保育提供区域 

「教育・保育提供区域」とは、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動するこ

とが可能な区域であり、地理的条件や人口、交通事情等の社会的条件や教育・保育の整備の状況等を

総合的に勘案して設定するものです。 

本計画では、「教育・保育提供区域」ごとに、教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業の量

の見込みと確保策を記載します。 

本町における「教育・保育提供区域」については、中学校区が１つであることや行政面積が狭く幼

稚園・保育所(園)の利用が町内全域からとなっていること等を勘案して、町内全域を１区域として設

定します。 

 

（２）教育・保育給付認定 

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業を利用する際には、教育・保育給付認定を受ける

必要があります。教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて３つの区分があり、

認定区分によって利用できる施設や時間が異なります。 

■認定区分と提供施設 

認定区分 対象 提供施設 

１号認定 ３～５歳：満３歳以上で、２号認定以外の子 
認定こども園（教育時間）、

幼稚園 

２号認定 
３～５歳：満３歳以上で、保育の必要性の認定を受け、家庭

での保育が困難な子 

認定こども園（保育時間）、

保育所 

３号認定 
０～２歳：満３歳未満で、保育の必要性の認定を受け、家庭

での保育が困難な子 

認定こども園（保育時間）、

保育所、地域型保育事業 
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（３）家庭類型 

目標事業量算出のために実施したニーズ調査結果を活用し、対象となる子どもの父母の有無や就労

状況から８種類の「家庭類型」を設定し、それぞれのニーズ量を算出し、目標事業量を設定します。 

■家庭類型の種類 

タイプ 父母の有無と就労状況 

タイプ Ａ ひとり親家庭 

タイプ Ｂ フルタイム×フルタイム 

タイプ Ｃ 
フルタイム×パートタイム 

（就労時間：月 120 時間以上＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ Ｃ’ 
フルタイム×パートタイム 

（就労時間：月 48 時間未満＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ Ｄ 専業主婦（夫） 

タイプ Ｅ 
パートタイム×パートタイム 

（就労時間：双方が月 120 時間以上＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ Ｅ’ 
パートタイム×パートタイム 

（就労時間：いずれかが月 48 時間未満＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ Ｆ 無職×無職 
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（４）教育・保育の量の見込み及び確保方策 

例年増加傾向にある待機児童の解消のため、民間施設等と連携し、保育士の確保に努めるとともに、

提供体制の確保に努めます。また、多様なニーズに柔軟に対応するため、企業主導型保育事業とも連

携を深めるとともに様々な保育サービスの充実を図り、受け皿として確保していくよう努めます。 

 
■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 

令和７年度 

１号認定 
２号認定 ３号認定 

教育希望 保育希望 ０歳 １歳 ２歳 

①量の見込み（必要定員総数） 130 30 310 60 85 95 

確
保
の
内
容 

認定こども園、幼稚園、保育所 250 310 52 91 95 

企業主導型保育事業 0 0 2 2 2 

一時預かり事業等 0 0 1 0 0 

➁小計 250 310 55 93 97 

➁-① 90 0 -5 8 2 

 

(単位：人） 

令和８年度 

１号認定 
２号認定 ３号認定 

教育希望 保育希望 ０歳 １歳 ２歳 

①量の見込み（必要定員総数） 125 30 310 60 90 85 

確
保
の
内
容 

認定こども園、幼稚園、保育所 250 310 55 91 89 

企業主導型保育事業 0 0 2 2 2 

一時預かり事業等 0 0 2 0 0 

➁小計 250 310 59 93 91 

➁-① 95 0 -1 3 6 

 

(単位：人） 

令和９年度 

１号認定 
２号認定 ３号認定 

教育希望 保育希望 ０歳 １歳 ２歳 

①量の見込み（必要定員総数） 115 25 300 60 85 85 

確
保
の
内
容 

認定こども園、幼稚園、保育所 250 310 58 91 89 

企業主導型保育事業 0 0 2 2 2 

一時預かり事業等 0 0 3 0 0 

➁小計 250 310 63 93 91 

➁-① 110 10 3 8 6 
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(単位：人） 

令和10年度 

１号認定 
２号認定 ３号認定 

教育希望 保育希望 ０歳 １歳 ２歳 

①量の見込み（必要定員総数） 110 25 295 60 80 85 

確
保
の
内
容 

認定こども園、幼稚園、保育所 250 310 61 91 89 

企業主導型保育事業 0 0 2 2 2 

一時預かり事業等 0 0 4 0 0 

➁小計 250 310 67 93 91 

➁-① 115 15 7 13 6 

 

(単位：人） 

令和11年度 

１号認定 
２号認定 ３号認定 

教育希望 保育希望 ０歳 １歳 ２歳 

①量の見込み（必要定員総数） 105 25 290 60 80 80 

確
保
の
内
容 

認定こども園、幼稚園、保育所 250 310 64 91 89 

企業主導型保育事業 0 0 2 2 2 

一時預かり事業等 0 0 5 0 0 

➁小計 250 310 71 93 91 

➁-① 120 20 11 13 11   
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（５）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

（ア）時間外保育事業（延長保育事業） 

＜事業内容＞ 

保育認定を受けた子どもについて、保護者の就労等やむを得ない理由により認定時間内での送

迎が困難な場合、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども

園等で保育を実施します。 

＜今後の方向性＞ 

現状において、各年度とも量の見込みを上回る確保の内容が見込まれています。今後は保育の

質の向上に努めるとともに、積極的な人員確保等により安定した施設運営を図ります。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 61 58 55 53 49 

➁確保の内容 183 183 183 183 183 

➁-① 122 125 128 130 134   
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（イ）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）及び放課後子ども教室 

＜事業内容＞ 

放課後児童健全育成事業は、昼間、就労等により保護者がいない家庭の子どもに対して、放課

後や学校長期休業日に学びや遊びを通して、子どもの健全な育成を図る事業です。 

また、放課後子ども教室は、主に小学４～６年生を対象として、安全・安心な子どもの活動拠

点(居場所)を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取組を図る事業です。 

＜今後の方向性＞ 

ニーズ量を把握し、民間施設の活用など、活動場所や人員の確保に努めます。 

■「推計利用人数」に対する「受入予定人数」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①
量
の
見
込
み 

１年生 96 78 80 70 75 

２年生 82 94 76 78 68 

３年生 78 82 94 76 78 

４年生 55 53 55 63 51 

５年生 62 55 53 55 63 

６年生 62 63 55 53 55 

小計 435 425 413 395 390 

②推計利用人数 289 286 283 262 252 

③受入予定人数 280 280 280 280 280 

③-② -9 -6 -3 18 28 

   ※推計利用人数：①の１～４年生の合計。（４年生は、実際の利用人数が減少傾向のため６割） 

           ５，６年生は習い事等によりほとんど利用者がいないため０人としている。   
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（ウ）地域子育て支援拠点事業 

＜事業内容＞ 

子育て機能の低下や子育て中の不安感等に対応するため、乳幼児とその保護者等子育て親子の

交流を促進し、子育ての不安感等の緩和や子どもの健やかな育ちを支援する事業です。町内４ひ

ろば（「はぐはぐランドうたづ」、「げ・ん・き」、「すくすくひろば」、「わかくさ地域子育て支援セ

ンター」）で、様々な遊びや体験、相談支援、子育て支援に関する情報提供等を行っています。 

＜今後の方向性＞ 

現状において、各年度とも量の見込みと同じ確保の内容が見込まれています。 今後は各種業務

や講座内容の向上に努めるとともに、安全で快適な施設の運営を図ります。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人回） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

実施箇所数 4 4 4 4 4 

①量の見込み 1,519 1,371 1,371 1,371 1,371 

➁確保の内容 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

➁-① 4,481 4,629 4,627 4,629 4,629 

(対象：０～２歳)   
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（エ）一時預かり事業 

＜事業内容＞ 

保育所等を利用していない家庭において、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、育児疲

れによる保護者の心理的、身体的負担を軽減する必要がある場合等に、保育所等において一時的に

子どもを預かる事業です。 

＜今後の方向性＞ 

【幼稚園型】 

現状において、各年度とも量の見込みを上回る確保の内容が見込まれています。今後も保育の

質の向上に努め、安定した施設の運営を図ります。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量
の
見
込
み 

1号による利用 567 567 498 464 430 

2号による利用 875 875 728 728 659 

①小計 1,442 1,442 1,226 1,192 1,089 

➁確保の内容 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

➁-① 5,558 5,558 5,774 5,808 5,911 

(対象：３～５歳) 

 

【幼稚園型を除く】 

今後の量の見込みに対する提供体制は十分に確保されています。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 436 394 394 394 394 

➁確保の内容 500 500 500 500 500 

➁-① 64 106 106 106 106 

(対象：０～２歳) 
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（オ）子育て短期支援事業 

＜事業内容＞ 

ショートステイ事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由に

より、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において一

定期間（原則７日以内）養育・保護を行います。 

トワイライトステイ事業は、保護者が仕事その他の理由により、平日夜間又は休日に不在となり、

家庭において、子どもの養育が困難となった場合等の緊急時に、児童養護施設等において保護し、

生活指導、食事の提供等を行います。 

＜今後の方向性＞ 

【ショートステイ事業】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 10 10 10 10 10 

➁確保の内容 10 10 10 10 10 

➁-① 0 0 0 0 0 

 

【トワイライトステイ事業】 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 1 1 1 1 1 

➁確保の内容 1 1 1 1 1 

➁-① 0 0 0 0 0 

 

（カ）病児保育事業 

＜事業内容＞ 

子どもが病気の「回復期に至らない場合」、かつ当面の症状の急変が認められない場合や、病気

の「回復期」であり、かつ集団保育が困難な期間等において、当該子どもを病院・診療所、保育

所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業です。 

※ 町内に事業を実施できる設備等の整った小児科等の医療機関が必要ですが、現状町内には施

設がないため、量の見込みや確保方策は記載しないこととします。   
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（キ）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

＜事業内容＞ 

子育ての手助けが必要なすべての方のために、地域での育児の援助を受けたい人（依頼会員）

と援助を行いたい人（提供会員）が会員登録をし、互いに助け合う有償の会員組織であり、その

ための連絡、調整を行います。 

＜今後の方向性＞ 

保健師や助産師等による必要な支援や情報提供を行っていきます。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 500 500 500 500 500 

実施体制 

（確保方策） 

実施機関：町社会福祉協議会（委託） 

実施時期：通年 

実施内容：会員の募集・登録、会員同士の連絡調整、講習会の開催 

関係機関との連絡調整 

 

（ク）利用者支援事業（こども家庭センター型） 
 

＜事業内容＞ 

子育て世代包括支援センター（母子保健機能）及び子ども家庭総合支援拠点（児童福祉機能）

の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援や全て

の子どもと家庭に対して個々の状況に応じた切れ目ない支援を行います。 

＜今後の方向性＞ 

保健師などの専門職員を配置し、保健センターで実施しており、今後の量の見込みに対する提

供体制は十分に確保されています。今後はこども家庭センターの設置に努めます。 

 
■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：か所） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①
量
の
見
込
み 

母子保健機能 1 1 1 1 1 

児童福祉機能 1 1 1 1 1 

②
確
保
の
内
容 

子育て世代包括

支援センター 
1 1 0 0 0 

子ども家庭総合

支援拠点 
1 1 0 0 0 

こども家庭セン

ター（両機能） 
0 0 1 1 1 

➁-① 0 0 0 0 0 
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（ケ）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

＜事業内容＞ 

子育ての孤立化を防ぐため、保健師等が生後４か月頃までの乳児のいる全家庭を訪問し、その

居宅における様々な不安や悩みを聞き取り、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、

支援が必要な家庭を適切なサービスや関係機関につなぐ事業です。 

＜今後の方向性＞ 

委託事業者と連携し、保健師や助産師等による必要な支援や情報提供を行っていきます。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 130 130 130 130 130 

実施体制 

（確保方策） 

実施場所：対象児童の自宅 

実施機関：町保健センター及び委託事業者 

実施時期：通年 

 

（コ）養育支援訪問事業 

＜事業内容＞ 

子育てに不安や孤独感を抱える家庭や不適切な養育状況にあるなど様々な要因で支援が必要

とされる家庭に社会福祉士や保健師等の専門職員が訪問し、養育環境の維持・改善のための相談

支援を行う事業です。 

＜今後の方向性＞ 

特に支援が必要な子どもの適切な養育環境の確保のため、関係機関との情報共有を密に行い、

要保護児童対策地域協議会等により、当該子どもの早期発見と適切な支援を実施していきます。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人・件） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

（養護対応相談） 
180 180 180 180 180 

実施体制 

（確保方策） 

①対象者把握：児童相談所等からの通告や、乳児家庭全戸訪問事業等による 

関係機関からの情報提供 

②対応策決定：要保護児童対策地域協議会等による関係機関との協議 

③実施内容 ：町窓口や訪問による相談支援、情報提供等 
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（サ）妊産婦健康診査事業 

＜事業内容＞ 

妊婦及び胎児、産婦の健康の保持増進を図るため、必要な健康診査を行います。 

＜今後の方向性＞ 

妊婦については、国の定める基本的な検査項目の診査費用を 14 回分、産婦については２回分

の費用を助成するとともに、未受診者の把握と受診率の向上を図ります。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 
妊婦 150 150 150 150 150 

産婦 150 150 150 150 150 

実施体制 

（確保方策） 

実施場所：医療機関 

実施体制：国保連合会、坂出市医師会との委託契約 

実施時期：通年 

実施内容：健康状態の把握、検査計測、保健指導等 

 

（シ）妊婦等包括相談支援事業 

＜事業内容＞ 

妊婦等に対して面談等を実施し、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境等の把握を行う

ほか、母子保健や子育てに関する情報提供、相談その他の援助等妊娠期から子育て期まで切れ目

なく支援する事業です。 

＜今後の方向性＞ 

安心して子育てができるよう、保健師等の専門職員によるきめ細やかな相談対応を行います。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人、件） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

（妊産婦） 
300 300 300 300 300 

実施体制 

（確保方策） 

実施場所：町保健センター、対象者の自宅 

実施体制：相談内容に応じた専門職員（保健師等）が対応 

実施時期：通年 
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（ス）産後ケア事業 

＜事業内容＞ 

生後１年未満の乳児とその母親を対象に、産後も安心して子育てができるよう心身のケアや育

児のサポート等を行う事業です。 

＜今後の方向性＞ 

ホテルや助産院等と協力して実施するとともに、乳児家庭全戸訪問事業等において情報提供等

必要な方への利用促進を図ります。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 60 60 60 60 60 

実施体制 

（確保方策） 

実施場所：委託事業所（助産院、医療機関、ホテル）、対象者の自宅 

実施体制：実施機関との委託契約 

実施時期：通年 

実施内容：休養、乳房ケア、育児相談等 

 

（セ）子育て世帯訪問支援事業 

＜事業内容＞ 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家

庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等

の支援を実施する事業です。 

＜今後の方向性＞ 

現在は実施していませんが、乳児家庭全戸訪問事業や妊産婦等包括相談支援事業等により今後

のニーズを把握し、必要な時期に支援が行えるよう体制整備に努めます。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み(延べ) 1,370 1,363 1,357 1,351 1,343 

実施体制 

（確保方策） 

量の見込みについては、国の算出方法に基づいた形式上の数値であるため、今後

の様々な事業実施の中でより正確なニーズを把握し、職員の確保等支援体制の整

備に努めます。 

【実施手順（参考）】 

①対象者把握：児童相談所等からの通告や、乳児家庭全戸訪問事業等による関係 

機関からの情報提供 

②対応策決定：要保護児童対策地域協議会等による関係機関との協議 

③実施場所 ：対象者の居宅 

④実施内容 ：家事・子育ての援助や相談支援、情報提供等 
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（ソ）児童育成支援拠点事業 

＜事業内容＞ 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない子どもに対して、当該子どもの居場所

となる場を開設し、子どもとその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサ

ポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行う事業です。 

＜今後の方向性＞ 

現在は実施していませんが、学校や関係機関等からの情報収集等により今後のニーズを把握し、

必要な時期に支援が行えるよう体制整備に努めます。 

 
■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み(実数) 18 18 18 18 18 

実施体制 

（確保方策） 

量の見込みについては、国の算出方法に基づいた形式上の数値であるため、今後

の様々な事業実施の中でより正確なニーズを把握し、職員の確保や居場所の確保

等支援体制の整備に努めます。 

【実施手順（参考）】 

①対象者把握：児童相談所等からの通告や、乳児家庭全戸訪問事業等による関係 

機関からの情報提供 

②対応策決定：要保護児童対策地域協議会等による関係機関との協議 

③実施場所 ：町保健センターや児童館等その他の居場所となる場の開設を検討 

④実施内容 ：生活指導、学習支援、相談支援、食事の提供等 
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（タ）親子関係形成支援事業 

＜事業内容＞ 

子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその子どもに対し、講義や

グループワーク、ロールプレイ等を通じて、子どもの心身の発達の状況等に応じた情報の提供、

相談及び助言を行う事業です。 

＜今後の方向性＞ 

現在は実施していませんが、学校や関係機関等からの情報収集等により今後のニーズを把握し、

必要な時期に支援が行えるよう体制整備に努めます。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

(単位：人） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み(実数) 4 4 4 4 4 

実施体制 

（確保方策） 

量の見込みについては、国の算出方法に基づいた形式上の数値であるため、今後

の様々な事業実施の中でより正確なニーズを把握し、職員の確保等支援体制の整

備に努めます。 

【実施手順（参考）】 

①対象者把握：児童相談所等からの通告や、乳児家庭全戸訪問事業等による関係 

機関からの情報提供 

②対応策決定：要保護児童対策地域協議会等による関係機関との協議 

③実施場所 ：町保健センター等 

④実施内容 ：家庭状況の確認・助言や相談支援、情報提供等 
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（チ）乳児等通園支援事業 

＜事業内容＞ 

保育所等において、生後６か月～満３歳未満の未就園児を対象に、適切な遊び及び生活の場を

与えるとともに、当該乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するため、保護者

との面談及び保護者に対する子育てに関する情報の提供、助言や援助を行う事業です。 

＜今後の方向性＞ 

令和８年度からの本格実施に向け、乳児家庭全戸訪問事業や妊産婦等包括相談支援事業等によ

り今後のニーズを把握し、保育所等の環境整備等に努めます。 

■「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」 

０歳児 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 2 2 2 2 2 

➁確保の内容 0 1 2 2 2 

➁-① -2 -1 0 0 0 

 

１歳児 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 3 3 3 3 3 

➁確保の内容 0 1 2 3 3 

➁-① -3 -2 -1 0 0 

 

２歳児 

(単位：人日） 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

①量の見込み 3 3 3 3 3 

➁確保の内容 0 1 2 3 3 

➁-① -3 -2 -1 0 0 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

本計画を着実に推進していくためには、計画の立案（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）だけではなく、設定

した目標の達成状況などについて、適切に評価（Ｃｈｅｃｋ）し、改善（Ａｃｔｉｏｎ）を行ってい

くことが重要です。 

このため、計画の進捗状況を把握するとともに、子どもの保護者や教育・保育事業関係者、学識経

験者など、子どもや子育てにかかわる幅広い主体が参画する子ども・子育て会議に報告し、実施状況

の点検及び評価を受けることとします。 

また、より住民ニーズに合致した施策展開が図られるよう、実際の事業利用実態などを踏まえ、必

要に応じて目標事業量の見直しなどを行います。 

（１）計画の広報・啓発 

地域社会全体で、すべての子どもの育ちと子育てを支援していくためには、住民や企業、関係団体

の理解や協力、参画なくしては実現できません。ホームページ、広報誌、パンフレット等を活用し、

本計画について周知、啓発、理解促進を図ります。また、計画の進捗状況についても、担当課のヒア

リングなどにより確認し、その結果については、ホームページなどにより公表し、住民への周知を図

ります。情報共有を図り、地域と行政が一体となった連携のもと、計画を推進します。 

 

（２）広域的な調整や連携 

子ども・子育てに関する制度の円滑な運営を図るためには、子どもや保護者のニーズに応じて、保

育所や幼稚園等の施設、地域子ども・子育て支援事業などが円滑に供給される必要があります。 

その中で、保育の広域利用、障害児への対応など、町の区域を越えた広域的な供給体制や基盤整備

が必要な場合については、周辺市町や県と連携・調整を図り、今後もすべての子育て家庭が安心して

暮らせるよう努めていきます。 

また、町内の子育て支援にかかわる、家庭をはじめとした、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、

地域、その他関係機関・団体等との連携の強化を図ります。  
・子ども・子育て会

議での課題の提

起と施策の審議 

・庁内関係機関との連携

による事業展開 

・住民、事業者、各種団

体、宇多津町との協働

・宇多津町子ど

も・子育て会議

での事業の実施

状況、進捗評価 

・宇多津町子ども・

子育て会議での

改善策の審議 

・庁内関係各課

による改善の

取組 
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資料編 

１ 宇多津町子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 72 条

第１項の規定に基づき、宇多津町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を設

置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第 72 条第１項各号に掲げる事務を処理する。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 子どもの保護者 

(３) 保育機関関係者 

(４) 教育機関関係者 

(５) 子ども・子育て支援に関する活動を行う団体の関係者 

(６) その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 子ども・子育て会議に委員長１人、副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができるもの

とする。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において行う。 

（その他） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に会議に

おいて定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

令和５年３月13日条例第７号 
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２ 宇多津町子ども・子育て会議委員名簿 

 

宇多津町子ども・子育て会議 委員名簿 

 
任期：令和６年７月29日～令和８年７月28日（２年間） 

号 氏 名 所 属 役 職 

１ 安藤 千秋 香川短期大学 こども学科第Ⅰ部 学科長 

１ 國友 浩子 宇多津町民生委員・児童委員協議会 主任児童委員 

２ 別所 順子 宇多津町 PTA 連絡協議会 会長 

２ 山下 貴博 中央保育所 保護者会 会長 

３ 廣瀬 三枝子 
香川短期大学附属幼稚園 

（幼稚園型認定こども園） 
園長 

３ 筑後 孝治 
平山こども園 

（幼保連携型認定こども園） 
園長 

４ 田嶋 康 宇多津北小学校 校長 

５ 重川 つやこ 特定非営利活動法人メロディー 理事長 

 

 

 

 

【宇多津町子ども・子育て会議条例 第３条より】 

 １ 学識経験者 

 ２ 子どもの保護者 

 ３ 保育機関関係者 

 ４ 教育機関関係者 

 ５ 子ども・子育て支援に関する活動を行う団体の関係者 

 ６ その他町長が必要と認める者 

 

   

計 ８ 名 

（条例８名以内） 
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３ 計画の策定経過 

年 月 日 事     項 

令和６年７月 29 日 

第１回 宇多津町子ども・子育て会議 

〇宇多津町の子育てを取り巻く環境について 

〇現行計画における事業評価について 

〇昨年度実施のアンケート調査結果について 

〇国の動向と第３期計画の骨子案について 

〇今後のスケジュールについて 

令和６年 10月 10 日 

第２回 宇多津町子ども・子育て会議 

〇第１回会議の概要について 

〇第３期計画の素案（前半）について 

令和６年 12月 23 日 

第３回 宇多津町子ども・子育て会議 

〇第２回会議の概要について 

〇第３期計画の素案（後半）について 

令和７年２月 10 日 

 第４回 宇多津町子ども・子育て会議 

 〇第３回会議の概要について 

 〇第３期計画の素案（全体）について 

令和７年２月 14 日 

     

令和７年２月 28 日 

｢第３期宇多津町子ども･子育て支援事業計画｣(素案) 

に対するパブリックコメントを実施 

令和７年３月 ｢第３期宇多津町子ども･子育て支援事業計画｣策定 

 

  
～

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	宇多津町表紙両面 (43.1 x 30.3 cm)のコピー.pdf
	【Next-i株式会社】宇多津町子ども・子育て支援事業計画最終.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




